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（第 143 号議案の説明資料） 

人事課 

 

浜松市議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例 

   の一部改正について 

 

（提案理由） 

  浜松市特別職報酬等審議会（令和７年１０月３０日）の答申を踏まえ、議員に支給す

る議員報酬及び期末手当について改定を行うため、条例の一部を改正するものです。 

 

（改正内容） 

１ 議員報酬の改定 

議員の議員報酬について、次のとおり改定するものです。 

 現行 改正案 

議長 803,000 円 821,000 円 

副議長 717,000 円 733,000 円 

議員 648,000 円 663,000 円 

 

２ 期末手当の改定 

議員の期末手当について、次のとおり改定するものです。 

年度 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 2.4425 － 2.4425 2.4925 4.885  4.935  

8年度以降 2.4425 2.4675 2.4425 2.4675 4.885  4.935  

 

 

（施行期日） 
この条例は、令和７年１２月１日から施行するものです。ただし、令和８年度以降の

期末手当の改定は、令和８年４月１日から施行するものです。 
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（第 144 号議案の説明資料） 

人事課  

 

浜松市特別職の給与に関する条例の一部改正について 

 

（提案理由） 

  浜松市特別職報酬等審議会（令和７年１０月３０日）の答申を踏まえ、市長、副市長

その他の特別職に支給する給料及び期末手当について改定を行うため、条例の一部を改

正するものです。 

 

（改正内容） 

１ 給料月額の改定 

市長、副市長その他の特別職の給料について、次のとおり改定するものです。 

 現行 改正案 

市長 1,277,000円 1,306,000円 

副市長 928,000円 949,000円 

教育長 766,000円 783,000円 

常勤の監査委員 655,000円 670,000円 

固定資産評価員 
605,000円以下において

市長が定める額 

619,000円以下において

市長が定める額 

水道事業及び下水道

事業管理者 

766,000円以下において

市長が定める額 

783,000円以下において

市長が定める額 

 

２ 期末手当の改定 

市長、副市長その他の特別職の期末手当について、次のとおり改定するものです。 

年度 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 2.4425 － 2.4425 2.4925 4.885  4.935  

8年度以降 2.4425 2.4675 2.4425 2.4675 4.885  4.935  

 

（施行期日） 
この条例は、令和７年１２月１日から施行するものです。ただし、令和８年度以降の

期末手当の改定は、令和８年４月１日から施行するものです。 
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（第 145 号議案の説明資料） 

人事課 

 

浜松市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

（提案理由） 

人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告（令和７年１０月２日）を踏ま

え、一般職の職員に支給する給料月額、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、期末手

当及び勤勉手当の改定を行うため、条例の一部を改正するものです。 

 

 

（改正内容） 

１ 給料月額及び地域手当の改定 

公民給与の較差（３．２９％）の解消を図るため、行政職給料表及び医療職給料表

において、若年層に重点を置きつつ、中堅層以上の職員についても給料月額の引上げ

を行うもの及び地域手当の支給割合を次のとおり改定するものです。 

 現行 改定案 引き上げ率 

浜松市に勤務する職員 3% 3.32% 0.32% 

東京事務所に勤務する職員 18% 18.32% 0.32% 

 

 

２ 初任給調整手当の改定 

  医師に対する初任給調整手当を次のとおり改定するものです。 

 現行 改正案 引き上げ額 

最高支給限度額（月額） 416,600 円 417,600 円 1,000 円 

 

 

 ３ 通勤手当の改定 

   交通用具を利用する職員に対する通勤手当の上限額を次のとおり改定するものです。 

 現行 改正案 引き上げ額 

上限額 31,600 円 38,700 円 7,100 円 
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４ 期末手当及び勤勉手当の改定 

（１）職員 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、次のとおり改定するものです。 

年度 手当 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 

期末 1.25 - 1.25 1.275 2.5 2.525 

勤勉 1.05 - 1.05 1.075 2.1 2.125 

合計 2.3  - 2.3  2.35  4.6 4.65  

8 年度 

以降 

期末 1.25 1.2625 1.25 1.2625 2.5 2.525 

勤勉 1.05 1.0625 1.05 1.0625 2.1 2.125 

合計 2.3  2.325  2.3  2.325  4.6 4.65  

 

（２）定年前再任用短時間勤務職員 

定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、次のと

おり改定するものです。 

年度 手当 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 

期末 0.7 - 0.7 0.725  1.4 1.425 

勤勉 0.5 - 0.5 0.525  1.0 1.025 

合計 1.2 - 1.2 1.25   2.4 2.45  

8 年度 

以降 

期末 0.7 0.7125 0.7 0.7125  1.4 1.425 

勤勉 0.5 0.5125 0.5 0.5125  1.0 1.025 

合計 1.2 1.225  1.2 1.225   2.4 2.45  

 

   

（施行期日等） 

この条例は、令和７年１２月１日から施行するものです。ただし、令和８年度以降の

期末手当及び勤勉手当の改定は、令和８年４月１日から施行するものです。 

 なお、１から３の改定については、令和７年４月１日から適用するものです。  
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（第 146 号議案の説明資料） 

教職員課  

 

浜松市教育職員の給与に関する条例の一部改正について 
 
（提案理由） 

人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告（令和７年１０月２日）を踏ま

え、一般職の職員に支給する給料月額、地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の

改定を行うため、条例の一部を改正するものです。 
 
（改正内容） 
 １ 給料月額及び地域手当の改定 
   公民給与の較差（３．２９％）の解消を図るため、小学校中学校等教育職給料表及

び高等学校等教育職給料表において、若年層に重点を置きつつ、中堅層以上の職員に

ついても給料月額の引上げを行うもの及び地域手当の支給割合を次のとおり改定する

ものです。 
 現行 改定案 引き上げ率 

浜松市に勤務する職員 3% 3.32% 0.32% 

東京事務所に勤務する職員 18% 18.32% 0.32% 

 
 
 ２ 通勤手当の改定 
   交通用具を利用する職員に対する手当の上限額を次のとおり改定するものです。 

 現行 改正案 引き上げ額 

上限額 31,600 円 38,700 円 7,100 円 

 
３ 期末手当及び勤勉手当の改定 
（１）職員 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、次のとおり改定するものです。 

年度 手当 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 

期末 1.25 - 1.25 1.275 2.5 2.525 

勤勉 1.05 - 1.05 1.075 2.1 2.125 

合計 2.3  - 2.3  2.35  4.6 4.65  

8 年度 

以降 

期末 1.25 1.2625 1.25 1.2625 2.5 2.525 

勤勉 1.05 1.0625 1.05 1.0625 2.1 2.125 

合計 2.3  2.325  2.3  2.325  4.6 4.65  
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（２）定年前再任用短時間勤務職員 

定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、次のと

おり改定するものです。 

年度 手当 
6 月 12 月 合計 

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案 

7 年度 

期末 0.7 - 0.7 0.725  1.4 1.425 

勤勉 0.5 - 0.5 0.525  1.0 1.025 

合計 1.2 - 1.2 1.25   2.4 2.45  

8 年度 

以降 

期末 0.7 0.7125 0.7 0.7125  1.4 1.425 

勤勉 0.5 0.5125 0.5 0.5125  1.0 1.025 

合計 1.2 1.225  1.2 1.225   2.4 2.45  

 
４ その他 
 条例附則中の記載を「始期」から「任期」へ改めるものです。 
 
（施行期日等） 

この条例は、令和７年１２月１日から施行するものです。ただし、令和８年度以降の

期末手当及び勤勉手当の改定は、令和８年４月１日から施行するものです。 

  なお、１及び２の改定については、令和７年４月１日から適用するものです。   
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（第 147 号議案の説明資料） 

教職員課  

 

浜松市教育職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 
（提案理由） 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第６８号）が令和８年１月１日から施行されることに伴い、教職調

整額の段階的な引き上げ、義務教育等教員特別手当の校務類型に応じた支給、その他職

務や勤務に応じた処遇改善を行うため、関係条例の一部を改正するものです。 
 

（主な改正内容） 
１ 浜松市教育職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 
（１）義務教育等教員特別手当の見直し 

    小学校、中学校及び高等学校に勤務する教育職員に支給される義務教育等教員特

別手当について、職務や勤務の状況に応じた給与とする観点から、以下のとおり改

定し、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して規則で定めるものとす

るものです。 

現行 改正案 引き上げ額 

月額 8,000 円 月額 8,600 円 600 円 

 

（２）管理職の本給加算 

    教職調整額の改善に合わせて、管理職の処遇改善のため、以下のとおり、本給を

改善するものです。 

 ア 小学校及び中学校 

    現行 改正案 引き上げ額 
3 級 7,500 円 11,500 円 4,000 円 

4 級 0 円 4,000 円 4,000 円 

 

 イ 高等学校 

    現行 改正案 引き上げ額 
3 級 7,700 円 11,500 円 3,800 円 

4 級 0 円 3,800 円 3,800 円 
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２ 浜松市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（第２条関係） 

（１）多学年学級担当手当の廃止 

    複式学級の学級担任には、義務教育等教員特別手当を加算することから支給しな

いこととするものです。 

（２）教員特殊業務手当の引上げ 

   以下の非常災害時等の緊急の業務に従事した場合の日額を以下のとおり改正す

るものです。 

 ア 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 

 イ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 

現行 改正案 引き上げ額 

日額 7,500 円 月額 8,000 円 500 円 

 

３ 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の

一部改正（第３条関係） 

（１）教職調整額に関すること 

現行 改正案 引き上げ率 

4％ 10％ 6％  

（２）指導改善研修被認定者に関すること 

    教職調整額を支給しないこととし、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しない

職員から除くものです。 
（３）教職調整額に関する経過措置（附則第３項） 

    令和８年１月１日から令和１２年３月３１日までの間において、１年に１％ずつ

教職調整額を引き上げることを定めるものです。 
 
（施行期日） 
 この条例は、令和８年１月１日から施行するものです。 
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（第 148 号議案の説明資料） 

農地整備課  

 

緊急防災等工事計画について 

 

（提案理由） 

  東ノ谷三番池地区の緊急防災等工事計画を次のとおり定めるため、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４の規定において読み替えて準用する、同法第８７

条の４第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 

（緊急防災等工事計画） 

１ 目的 

   浜松市浜名区尾野地区における農業用水の取水源である、東ノ谷三番池は、耐震、

豪雨耐性の不足により、堤体等の緊急防災等工事が必要なため、農村地域の防災減災

及び用水の安定供給を目的に事業を実施するものです。 

   

 ２ 事業概要 

 （１）実施年度 令和８年度 ～ 令和１１年度    

 （２）事 業 費 ８４，０００千円（財源：国５５％、県１％、市４４％） 

 （３）工事内容 耐震及び豪雨対策工事 

 
（位置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東ノ谷三番池 

新東名高速道路 

県立森林公園 
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（第 149 号議案の説明資料） 

財政課  

 

   当せん金付証票の発売について 

 

（提案理由） 

  当せん金付証票（宝くじ）の発売に関し、当せん金付証票法（昭和２３年法律第    

１４４号）第４条第１項の規定により、令和８年度の発売限度額について議決を求める

ものです。 

 

（内容） 

令和８年度当せん金付証票発売の限度額 ６８億円（令和７年度と同額） 

 

限度額を上回る発売はできないため、発売見込額約５２億円に売上増加対応分として

約１６億円を加えた６８億円を限度額とするものです。 

令和８年度の発売見込が限度額を上回る見込となった場合には、新たに限度額の議決

が必要となります。 

 

 

-13-



（第 150 号議案の説明資料） 

市民生活課  

 

浜松市斎場再整備事業に関する契約の一部変更について 

 

（提案理由） 

  浜松市斎場再整備事業については、令和６年２月の市議会定例会において議決（第  

２２号議案）され、令和２４年３月３１日までの期間で事業を進めています。 

契約について一部変更が生じたことに伴い、契約金額に増額変更の必要が生じたため、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第 

１１７号）第１２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 

（事業概要） 

 １ 事業の場所 浜松市中央区中沢町４７番１外 
浜松市中央区雄踏町宇布見５９５７番１外 

 ２ 事業の内容 浜松斎場・雄踏斎場の設計・施工及び維持管理業務 
 ３ 事業の期間 令和６年２月２７日から令和２４年３月３１日まで 
          設計・施工：４年４か月、維持管理：１６年 
 
（変更契約額）  

 契約金額 
変更前 12,846,683,225 円  

変更後 13,562,229,854 円  
変更額 715,546,629 円  

 
（変更理由） 
 １ 物価変動条項の改定及び物価変動による改定 

   物価変動条項に基づく改定の基準である起算日及び物価指標の種類を明文化する

ことで、物価変動による改定方法を明確にするとともに、当該方法により算出した金

額に変更するもの。 

 

 ２ 整備内容の変更 

   当初想定できなかった事象に対し、工種の追加及び変更を行うもの。 

・アスベスト対応の追加 

・法面対策の追加 

・ビル用マルチ空調機冷媒の変更 

・建築基礎の変更 
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・既設電気および水道設備撤去の変更 

・仮設受変電設備設置方法の変更 

・敷地出入口間口幅の変更 

・仮設トイレ数の変更 

 
（参考） 

ＰＦＩ事業の物価変動に基づく改定について 
ＰＦＩ事業では設計、建設、運営維持管理等の業務を一括して契約するため、契約期

間が長期間となり、契約締結時と各業務の実施年度との間に物価変動が生じる可能性

があります。そこで、事業者のリスクが過剰とならないよう、事業期間中に物価が一

定以上の変動をした場合、サービス対価を改定させる仕組みをとっています。 
本市のＰＦＩ事業契約書には、契約金額に物価の変動による改定を含む旨を規定して

いるため、物価変動が生じた時は、契約書の規定に従いサービス対価を改定しています。

ただし、契約書に定めが無い方法で契約金額を改定する場合や改定方法の変更を行う場

合は、契約金額の変更を伴う変更契約を締結するものです。 
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（第 151 号議案の説明資料） 

教育施設課  

 

   浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する契約の一部変更について 

 

（提案理由） 

  浜松市立小中学校空調設備整備事業については、令和４年２月の市議会定例会におい

て議決（第５３号議案）され、令和１５年３月３１日までの期間で事業を進めています。 

  契約について一部変更が生じたことに伴い、契約金額に増額変更の必要が生じたため、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第 

１１７号）第１２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 

（事業概要） 

 １ 事業の場所 浜松市立小中学校８０校 １，３４８教室 

 ２ 事業の内容 浜松市立小中学校空調設備の設計・施工及び維持管理業務 

３ 事業の期間 令和元年１２月１９日から令和１５年３月３１日まで  

      設計・施工等：約１年４か月、維持管理：約１３年間 

 

（変更契約額） 

 契約金額 

変更前 5,394,488,990 円 

変更後 5,419,188,460 円 

変更額 24,699,470 円 

 

（変更理由） 

  物価変動条項に基づく改定の対象期間及び基準日を明文化することで、物価変動によ

る改定方法を明確にするとともに、当該方法により算出した金額に変更するもの。 
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（参考） 

  ＰＦＩ事業の物価変動に基づく改定について 
  ＰＦＩ事業では設計、建設、運営維持管理等の業務を一括して契約するため、契約

期間が長期間となり、契約締結時と各業務の実施年度との間に物価変動が生じる可能

性があります。そこで、事業者のリスクが過剰とならないよう、事業期間中に物価が

一定以上の変動をした場合、サービス対価を改定させる仕組みをとっています。 
  本市のＰＦＩ事業契約書には、契約金額に物価の変動による改定を含む旨を規定し

ているため、物価変動が生じた時は、契約書の規定に従いサービス対価を改定してい

ます。ただし、契約書に定めが無い方法で契約金額を改定する場合や改定方法の変更

を行う場合は、契約金額の変更を伴う変更契約を締結するものです。 
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（第 152 号議案の説明資料） 

アセットマネジメント推進課  

 

工事請負契約締結について（浜松市三組倉庫新築工事（建築工事）） 

 

（提案理由） 

  三組町の市有地に、広域防災倉庫（半径約４km 以内にある避難所の防災倉庫の備蓄品

を補完するもの）及び市役所の物品・書類保管庫の機能を兼用する倉庫を新築するため、

倉庫新築工事（建築工事）について、工事請負契約を締結するものです。 

 

（工事の概要） 

 ・新築倉庫敷地  浜松市中央区三組町２８番９１ほか 

 ・工事内容・規模 倉庫新設（鉄骨造  ２階建て  延床面積：１，９９５．６２㎡） 

外構整備（緑化、アスファルト舗装、フェンス、パネルドア  等） 

既存水防倉庫の屋根・外壁塗装 

既存倉庫（Ｓ造（約１２０㎡））解体等 

倉庫新設及び外構整備に伴う機械設備工事 
 
 
（工事期間） 
 本契約成立の日の翌日から令和８年１１月２０日まで 

工事の名称 工事の概要 契約金額 契約方法 契約者住所氏名 

 
浜松市三組倉庫

新築工事 
（建築工事） 

 
・倉庫新設 

（鉄骨造2階建て） 

・外構整備 

・既存倉庫改修 

及び解体 

・倉庫新設及び 
外構整備に伴う

機械設備工事 

 
355,740,000円 

 
総合評価 
一般競争 
入    札 

 
浜松市中央区布橋

二丁目６番１号 

須山建設株式会社

代表取締役 

須山 雄造 
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（位置図）所在地：浜松市中央区三組町２８番９１ほか 

 
 
 
 
 

 

新築倉庫 

 
鉄骨造 2 階建て 
延床面積：1,995.62 ㎡ 
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（第 153 号議案の説明資料） 

公共建築課  

 

工事請負契約締結について（浜松市和地協働センター大規模改修工事（建築

工事）） 

 

（提案理由） 

  浜松市和地協働センターは昭和５５年に建築され４５年が経過、体育館は昭和５８年

に建築され４２年が経過しており、建物の長寿命化を図るため、大規模改修工事（建築

工事）について工事請負契約を締結するものです。 

 

（工事の概要） 

 ・工事場所  浜松市中央区和地町６５７８番地 
 ・構造・規模 協働センター 鉄筋コンクリート造地上２階建 

延べ面積 １，０６３．９０㎡ 

        体育館    鉄骨造地上１階建 

延べ面積 １，２０５．９７㎡ 
 
（工事期間） 

  令和８年１月５日から令和９年６月４日まで 
 

工事 の名 称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

 
浜松市和地協働

センター大規模

改修工事（建築

工事） 

 
大規模改修工事 
一式 
・大規模改修工事 

・ユニバーサルデザ

イン化整備工事 

・改良保全工事 

 
378,400,000円 

 
制 限 付 
一般競争 
入    札 
（総合評 
価方式） 

 
浜松市中央区 

和地町5181番地の

1 

株式会社浜建 

代表取締役 

豊田 晃央 
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（位置図） 

名 称：浜松市和地協働センター 

所在地：浜松市中央区和地町６５７８番地 

 
 
 

 

拡大図 

体育館 協働センター 
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（第 154 号議案の説明資料） 

公共建築課  

 

工事請負契約締結について（浜松市南陽協働センター・南陽図書館大規模改

修及び耐震補強工事（建築工事）） 

 

（提案理由） 

  浜松市南陽協働センターは、昭和５５年に建築され４５年が経過、体育館は昭和５６

年に建築され４４年が経過、南陽図書館は昭和５８年に建築され４２年が経過しており、

建物の長寿命化を図るため、大規模改修及び耐震補強工事（建築工事）について工事請

負契約を締結するものです。 
 

（工事の概要） 

 ・工事場所  浜松市中央区下江町４６２番地 
 ・構造・規模 協働センター 鉄筋コンクリート造 地上２階建 

延べ面積 １，１６４．５０㎡ 

        体育館    鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地上１階建 

延べ面積 １，１８８．００㎡ 

        南陽図書館  鉄筋コンクリート造 地上２階建 
延べ面積 １，１０９．７６㎡ 

 
（工事期間） 

  令和８年１月５日から令和９年１０月２９日まで 
 

工事 の名 称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

 
浜松市南陽協働

センター・南陽

図書館大規模改

修及び耐震補強

工事（建築工事） 

 
大規模改修工事 
一式 
・大規模改修工事 

・ユニバーサルデザ

イン化整備工事 

・耐震補強工事（協

働センター） 

・改良保全工事（図

書館） 

 
946,000,000円 

 
制 限 付 
一般競争 
入    札 
（総合評 
価方式） 

 
浜松市中央区 

渡瀬町1000番地の

1 

株式会社林工組 

代表取締役社長 

伊藤 友輔 
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（位置図） 

 名 称：浜松市南陽協働センター・南陽図書館 

所在地：浜松市中央区下江町４６２番地 

 
 
 
 
 

協働センター 

拡大図 

体育館 

図書館 
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（第 155 号議案の説明資料） 

教育施設課  

 

工事請負契約の一部変更について（浜松市立西部中学校校舎改築工事（外構

整備工事）） 

 

（提案理由） 

  浜松市立西部中学校校舎改築工事（外構整備工事）については、令和６年１１月市議

会定例会において議決（第１４６号議案）され、令和８年２月２７日までの期間で工事

を進めています。 

  本工事において、土の掘削をした際に発見された埋設廃棄物の分別作業や、掘削部の

地下水位が高いことによる排水処理に時間を要しているため、工事期間を延長する必要

が生じました。このため、工期延長により、請負金額を変更することから、変更契約を

締結するものです。 

 

（工事の概要） 

・場所 浜松市中央区鴨江二丁目１７番１号 

・工事内容 渡り廊下新設、グラウンド整備、テニスコート整備、敷地内段差擁壁整備、

駐車場整備等 

上記に伴う電気設備、機械設備工事 一式 

 
（変更内容） 

 工事変更請負契約 

 契約金額 

変更前 756,800,000 円 

変更後 831,010,400 円 

変更額 74,210,400 円 

 

（変更理由） 

本工事において、土の掘削をした際に発見された埋設廃棄物の分別作業や、掘削部の

地下水位が高いことによる排水処理に時間を要していることに伴う工事費の変更を行う

ものです。 
 

（参考） 

  併せて工期の変更を行うものです。 

 工事期間 

変更前 令和 6年 12 月 21 日～令和 8年 2月 27 日 

変更後 令和 6年 12 月 21 日～令和 8年 11 月 30 日 
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＜工事箇所＞ 

：施工箇所 

武道場 
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指定管理者の指定の一覧

156
浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進セン
ター

更新 公募 ○ ○ 5年
特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会・
東海ビル管理株式会社グループ

東海ビル管理株式会社・特定非営利活動法人浜松
男女共同参画推進協会グループ

157 浜松市茶室 更新 公募 ○ ○ 5年 遠鉄アシスト株式会社 遠鉄アシスト株式会社

158 浜松市雄踏文化センター 更新 公募 ○ ○ 5年 東海ビル管理グループ 東海ビル管理グループ

浜松市舞阪総合体育館 ○

浜松市舞阪乙女園グラウンド ○

160 浜松市水窪総合体育館 更新 公募 ○ ○ 5年 公益財団法人浜松市スポーツ協会 公益財団法人浜松市スポーツ協会

161 浜松市天竜B＆G海洋センター 更新 公募 ○ ○ 5年 スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体 スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体

162 浜松市立賀茂真淵記念館 更新 公募 ○ ○ 5年 一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会 一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会

163 浜松市福祉交流センター 更新 公募 ○ ○ 5年 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ

浜松市浜北社会福祉会館 ×

浜松市ふれあい交流センター浜北 ○

浜松市ふれあい交流センター竜西 ×

浜松市ふれあい交流センターいたや ×

浜松市ふれあい交流センター萩原 ×

浜松市ふれあい交流センター湖東 ×

浜松市ふれあい交流センター湖南 ×

浜松市ふれあい交流センター陽だまり ×

浜松市ふれあい交流センター青龍 ×

浜松市ふれあい交流センター江之島 ×

浜松市ふれあい交流センター可美 ×

168 浜松医療センター 更新 非公募 × ○ 5年 公益財団法人浜松市医療公社 公益財団法人浜松市医療公社

169 浜松市総合産業展示館 更新 公募 ○ ○ 3年 ヤタロー・共同グループ ヤタロー・共同グループ

170 浜松市観光バス公共駐車場 更新 公募 ○ ○ 5年 タイムズ２４共同企業体 遠鉄アシスト株式会社

171 四ツ池公園運動施設 更新 公募 ○ ○ 5年 公益財団法人浜松市スポーツ協会 公益財団法人浜松市スポーツ協会

安間川公園 ○

ゆたか緑地 ○

ゆたか第２緑地 ×

173 浜松市立積志図書館 更新 公募 ○ × 4年 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体

浜松市立北図書館 ×

浜松市立都田図書館 ×

175 浜松市立浜北図書館 更新 公募 ○ × 5年 遠鉄アシスト株式会社 遠鉄アシスト株式会社

ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体174 更新 公募 ○ 5年

東海ビル管理株式会社東海ビル管理株式会社172 更新 公募 ○ 5年

167 更新

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会5年 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会166 更新 公募 ○

株式会社ヤタロー5年 株式会社ヤタロー164 更新 公募 ○

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会社会福祉法人浜松市社会福祉協議会165 更新 公募 ○ 5年

公益財団法人浜松市スポーツ協会5年 公益財団法人浜松市スポーツ協会159 更新 公募 ○

指定管理者
前回の状況

（公募単位別）

募集
区分

募集
区分

利用
料金
制

指定
の

期間

議
案
番
号

施設の名称
新規
更新

公募 ○ 5年 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
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（第 156 号議案の説明資料） 

ＵＤ・男女共同参画課  

 

指定管理者の指定について（浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター） 

 

（提案理由） 

  浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センターの指定管理者について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定す

ることについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区幸三丁目３番１号 

   名 称：浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区有玉南町１８６７番地の１ 

   名 称：特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会・東海ビル管理株式会社 

グループ 

       （代表者）浜松市中央区有玉南町１８６７番地の１ 

特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会 

理事長 道喜 道恵 

       （構成員）浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

            東海ビル管理株式会社 

代表取締役 髙橋 一博 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    浜松市男女共同参画推進事業受託者として地域及び人材ネットワークを有する代 

表企業と、多くの公共施設管理運営による経験・ノウハウを有する構成団体が共同 

事業体を構成し、両社の実績を活かした公共サービスの創造・拡充を目指すため。 

 

（２）概要 

代
表
者 

特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会 

・設 立：平成１７年２月２日 

・設立目的： すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意

思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現に

寄与すること。 

・事業内容：①男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

      ②保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

      ③社会教育の推進を図る活動 ほか 

構
成
員 

東海ビル管理株式会社 

・設 立：昭和５３年９月１日 

・資 本 金：１０００万円 

・設立目的：次の事業を営むこと。 

・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電気

設備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、

管理業務 

③エレベーター、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベッドメ

イク、管理業務 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会・東海ビル管理株

式会社グループ（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：水谷 供子 浜松市市民部長 

副委員長：藤田 裕 浜松市市民部次長 

委員：加藤 智春 浜松市市民部市民協働・地域政策課長 

委員：中村 美紀 浜松市市民部ＵＤ・男女共同参画課長 

委員：Ａ（第三者委員＝会社経営者） 

委員：Ｂ（第三者委員＝市民団体役員） 

委員：Ｃ（第三者委員＝市民団体役員） 

委員：Ｄ（第三者委員＝税理士） 

 (2)審査日時 令和７年８月２８日（木） 

午後１３時３０分～午後１５時００分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年８月２８日（木）実施 

（４）選定理由 ・公募したところ１者の応募があり、市民部指定管理者選定会議で

選定した。 

・「男女共同参画」と「文化芸術活動」の２つの異なった目的のあ

る複合施設として、その設置目的を理解した提案となっていた。 

・特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会はソフト面につい

て、東海ビル管理株式会社はハード面についてそれぞれの特性、

専門性を活かし、施設の効用が最大となるような運営がなされる

と期待できる。 

・前指定管理者として新たに提案された自主事業について、男女共

同参画と文化芸術活動が融合された企画であり、利用者間同士の

交流・新規利用者の獲得が狙え、施設の設置目的や活動内容の周

知に期待できる。 

・以上の点を評価し、特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協

会・東海ビル管理株式会社グループを候補者として選定した。 
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 ３ 提案概要と評価内容 

 特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会・東海ビル管理株式会社グルー

プ 

提
案
概
要 

①前指定管理者としての経験や実績、ビル管理会社としてのノウハウを活かし

た施設管理・運営を行う。 

②施設の設置目的に合った自主事業を行う。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度） 11,703,000 円 

（令和 9 年度） 11,703,000 円 

（令和 10 年度） 11,703,000 円 

（令和 11 年度） 11,703,000 円 

（令和 12 年度） 11,703,000 円 

   合 計    58,515,000 円 

評
価
内
容 

・「男女共同参画」と「文化芸術活動」の２つの異なった目的のある複合施

設として、その設置目的を理解した提案となっていた。 

・特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会はソフト面について、東海

ビル管理株式会社はハード面についてそれぞれの特性、専門性を活かし、

施設の効用が最大となるような運営がなされると期待できる。 

・前指定管理者として新たに提案された自主事業について、男女共同参画と

文化芸術活動が融合された企画であり、利用者間同士の交流・新規利用者

の獲得が狙え、施設の設置目的や活動内容の周知に期待できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

特定非営利活動法人浜松

男女共同参画推進協会・

東海ビル管理株式会社グ

ループ 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 4.4 点以上）   

（1） 施設の性格や目的の理解 4 3.1 

（2） 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.0 

小 計 8 6.1 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 24.8 点以上）   

（1） 事業の具体的取組み方 6 4.4 

（2） 施設の運営体制・職員の配置 6 4.0 

（3） 適正な管理・モニタリング 6 3.9 

（4） 安全管理・緊急時への対応 6 4.2 

（5） 市民サービスの向上 13 8.9 

（6） 環境・地域等への配慮 5 3.2 

（7） 平等利用 3 2.0 

小 計 45 30.6 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 7.7 点以上）   

（1） 団体の人的・財政的能力 4 2.7 

（2） 施設の運営実績 5 3.9 

（3） 団体の地域貢献 5 3.5 

小 計 14 10.1 

４ 活動拠点に関する項目   

（1） 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

（2） 各種認定等の有無 1 0.5 

小 計 4 3.5 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 7.7 点以上）   

 収支計画の妥当性 14 8.8 

小 計 14 8.8 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

 上限額 － 提案額 

――――――――― ×配点 

上限額 － 下限額 

15 0.0 

小 計 15 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.4 

合 計 100 60.5 
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（第 157 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

 

指定管理者の指定について（浜松市茶室） 

 

（提案理由） 

  浜松市茶室の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の規

定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区鹿谷町１１番４号 

   名 称：浜松市茶室 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区丸塚町５４１番地の２０ 

   名 称：遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 米田 典弘 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   遠鉄アシスト株式会社 

   ・設  立：平成１１年７月２１日 

   ・資 本 金：４,０００万円 

   ・設立目的：次の事業を営むこと。 

   ・事業内容：①自動車の運転並びに保守管理 

②自動車による旅客及び貨物運送事業 

③建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負  ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・遠鉄アシスト株式会社（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議（文化・スポーツ振興担当） 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：嶋野 聡 浜松市市民部文化振興担当部長 

副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

【欠席】 

委員：宮木 広由 浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪 浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美 浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１日（月） 

午後１時００分～午後５時１０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１日（月）実施 

（４）選定理由 公募したところ１者の応募があり、市民部指定管理者選定会議 

（文化・スポーツ振興担当）で選定した。 

・候補者は施設の目的や役割の理解度が高く、提案が市の施策に 

沿ったものであった。 

・施設の特性を捉えた自主事業の提案がされ、その提案が具体的で

実現が期待できた。 

・浜松城公園との誘客や管理面での連携が提案されており、その効

果が期待でき、団体の運営体制や運営実績も充分である。 

以上の点を評価し、適切な管理運営が期待できることから候補者と

して選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 遠鉄アシスト株式会社 

提
案
概
要 

① これまでに培った経験や実績を踏まえ、安定した施設管理・運営を行う。 

② 茶室の敷居を下げ、認知させることを意識した工夫や情報発信を行う。 

③ 浜松城公園の指定管理者であることを活かした事業を行う。 

提
案
金
額 

（令和8年度）  12,893,100円 

（令和9年度）  12,893,100円 

（令和10年度） 12,893,100円 

（令和11年度） 12,893,100円 

（令和12年度） 12,893,100円 

合 計  64,465,500円 

評
価
内
容 

・茶室としての敷居を低くし、広く市民に知っていただくための茶道体験講座な

どが企画されており、利用者の増加が期待される。 

・浜松城公園の指定管理者であることを活かして浜松城公園との誘客や管理面で

の連携が提案されており、その効果が期待できる。 

・自主事業では茶道そのものの体験だけではなく、能楽や静岡産抹茶に関する講 

座など別の角度からアプローチをして茶道へ理解を深めたり、興味を持っても 

らったりといった独自性が見られる。施設の設置目的を踏まえた幅広い事業提 

案が高く評価され、収支計画等も妥当であることから、指定管理者として適任 

であると認め選定した。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

遠鉄アシ

スト株式

会社 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点３．３点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 3 2.4 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 3 2.2 

 小 計 6 4.6 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２５．３点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 5 3.6 

 (2) 施設の運営体制·職員の配置 5 3.7 

 (3) 適正な管理·モニタリング 5 3.4 

 (4) 安全管理·緊急時への対応 6 4.2 

 (5) 市民サービスの向上 15 9.7 

 (6) 環境·地域等への配慮 5 3.3 

 (7) 平等利用 5 3.3 

 小 計 46 31.2 

３ 指定管理者に関する項目（合格点９．９点以上）   

 (1) 団体の人的·財政的能力 6 4.8 

 (2) 施設の運営実績 6 4.7 

 (3) 団体の地域貢献 6 4.5 

 小 計 18 14.0 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 1.0 

 小 計 4 4.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７．７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 10.3 

 小 計 14 10.3 

６ 指定管理料に関する項目（2）   

  
上限額－提案額 
上限額－下限額 

×配点 12 0.0 

 小 計 12 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.6 

合  計 100 65.7 
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（第 158 号議案の説明資料） 

創造都市・文化振興課  

 

指定管理者の指定について（浜松市雄踏文化センター） 

 

（提案理由） 

  浜松市雄踏文化センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第

６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区雄踏町宇布見５４２７番地 

   名 称：浜松市雄踏文化センター 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

   名 称：東海ビル管理グループ 

（代表者）浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 
      （構成員）愛知県豊川市豊が丘町１９８番地１ 

株式会社ピーアンドピー 代表取締役 彦坂 良太郎 
 
 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    令和３年度から令和７年度までの指定管理期間について、東海ビル管理株式会社、

株式会社ピーアンドピーの２者による共同事業体を編成して、効率的な運営管理業

務の実施を図っていることから、継続して構成員の実績、人材、経験を活かした管

理運営を図るため。 
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（２）概要 

代
表
者 

東海ビル管理株式会社 

・設 立：昭和５３年９月１日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

      ②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電気 

設備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、 

管理業務 

③エレベーター、守衛、夜警、電話交換、受付、駐車場、ベット 

メイク、管理業務 ほか 

構
成
員 

株式会社ピーアンドピー 

・設 立：平成元年４月１０日 

・資 本 金：１，４５０万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①オリジナル衣装の制作、販売及びレンタル 

②生花の販売 

③各種パーティーの企画、運営及び管理の請負業 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・東海ビル管理グループ（候補者） 

（３）選定会議 中央区指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：岡安 章宏 浜松市中央区長 

副委員長：豊田 周一 浜松市中央区副区長 

委員：宮崎 幹啓 浜松市中央区まちづくり推進課長 

【欠席】 

委員：鈴木 三男 浜松市中央区西行政センター所長 

委員：原川 知己 浜松市中央区南行政センター所長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｅ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１８日（木） 

午後２時５５分～午後３時３５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１８日（木）実施 

（４）選定理由 ・全般的に手堅く運用していける提案となっており、また提案が市

の施策に沿ったものであった。 

・長期的な視点を持った提案であり、施設の維持管理（ハード面）

に加え、開催される自主事業の講座内容等が地域との交流（ソフ

ト面）においても充実したものになることが期待できる。 

・これらの点を評価した結果、選定基準に規定する条件を満たした

ため、候補者として選定した。 
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 ３ 提案概要と評価内容 

 東海ビル管理グループ 

提
案
概
要 

①浜松市未来ビジョンや浜松市文化振興ビジョンに準じ、文化に出会い、楽しさ

や感動、喜びをもたらす芸術文化の発信拠点の実現を目指す。 

②「おもてなしのこころ」を基調とし、きめ細やかなサービスを実施し「便利、

親しみ、安全、快適」の４つの視点をもって「ホスピタリティ」あふれる管理

運営に努める。 

③デマンド監視装置による光熱水費の管理を徹底し、利用者の理解も得ながら、

光熱水費の削減を目指す。 

④当施設が緊急避難場所に指定されていることを踏まえ、防災訓練や当グループ

既定の危機管理マニュアルを通じ、対応力の強化に日頃から努める。 

⑤生涯学習推進、地域文化の保存、継承等を目的とした９のイベント事業、２３

の講座事業の展開を計画している。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度）      52,151,000 円  

（令和 9 年度）     51,228,000 円 

（令和 10 年度）    51,228,000 円  

（令和 11 年度）    51,228,000 円  

（令和 12 年度）    51,228,000 円  

合計 257,063,000 円 

評
価
内
容 

・本来のまちづくりの基本理念や、立地場所である中央区雄踏町の特色を関連づ

けた具体的な提案がされている。 

・現指定管理者としてこれまでの経験、実績や共同事業体のスケールメリットを

活かした提案となっており、今後も安定した施設運営が期待できる。 

・事業の具体的な取り組みの中で、情報発信や利用者ニーズの把握ができている

提案となっており、自主事業へ反映させることが期待できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  東海ビル管理グループ 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 4.4 点以上）        

(1) 施設の性格や目的の理解 4 3.4 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.3 

小 計 8 6.7 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 27.5 点以上） 

(1) 事業の具体的取組み方 9 7.4 

(2) 施設の運営体制・職員の配置 7 5.4 

(3) 適正な管理・モニタリング 7 5.7 

(4) 安全管理・緊急時への対応 8 6.5 

(5) 市民サービスの向上 9 7.4 

(6) 環境・地域等への配慮 5 3.8 

(7) 平等利用 5 4.0 

小 計 50 40.2 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 7.7 点以上）          

(1) 団体の人的・物的・財政的能力 4 3.5 

(2) 施設の運営実績 4 3.5 

(3) 団体の地域貢献 6 4.8 

小 計 14 11.8 

４ 活動拠点に関する項目   

浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

各種認定等の有無 1 0.5 

小 計 4 3.5 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 6.6 点以上）          

収支計画の妥当性 12 8.0 

小 計 12 8.0 

６ 指定管理料に関する項目（２）      

  上限額－提案額  

 上限額－下限額 
12 0.0 

小 計 12 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  2.5 

合 計 100 72.7 

 

 

×配点 
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（第 159 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課 

 

   指定管理者の指定について（浜松市舞阪総合体育館、浜松市舞阪乙女園グラ    

   ウンド） 

 

（提案理由） 

  浜松市舞阪総合体育館及び浜松市舞阪乙女園グラウンドの指定管理について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定

することについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

１ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中央区舞阪町舞阪２６２３番地の３２ 浜松市舞阪総合体育館 

浜松市中央区舞阪町弁天島３０７１番地 浜松市舞阪乙女園グラウンド 

 

２ 指定管理者 

  所在地：浜松市中央区和田町８０８番地の１ 

   名 称：公益財団法人浜松市スポーツ協会 会長 大坪 豊生 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

公益財団法人浜松市スポーツ協会 

・設 立：昭和５５年３月２６日 

・基本財産：３３１，７５１，４１２円（令和７年３月３１日現在） 

・設立目的：浜松市における健康・体力つくりを推進し、アマチュア精神を培い、   

スポーツの普及・向上を図り、もって健康で明るい市民の育成に寄与 

する。 

・事業内容：①体育・スポーツ団体の育成強化及び連絡調整に関すること 

②体育・スポーツ指導者の資質の向上に関すること 

③競技力の向上に関すること ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

 

  

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 ２件 

・公益財団法人浜松市スポーツ協会（候補者） 

・株式会社東京アスレティッククラブ（次点者） 

（３）選定会議 中央区指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：岡安 章宏 浜松市中央区長 

副委員長：豊田 周一 浜松市中央区副区長 

委員：宮崎 幹啓 浜松市中央区まちづくり推進課長 

委員：鈴木 三男 浜松市中央区西行政センター所長 

委員：原川 知己 浜松市中央区南行政センター所長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｅ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１８日（木） 

午後３時３５分～午後４時４５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１８日（木）実施 

（４）選定理由 ・公募したところ２者の応募があり、中央区指定管理者選定会議で 

選定した。 

・地元のプロスポーツチームや教育委員会等との連携といった、団体

の特性を活かした事業展開が評価できる。 

・西地区内で同一の指定管理者が管理する雄踏総合体育館ほか  

２施設と連携した事業計画が評価された。 

・地元で活動しているスポーツ団体と連携することにより、スポーツ

大会やイベントが年間を通じて数多く開催されていることが評価

された。 

・強みとしている地域スポーツ関係団体や教育委員会との連携や 

行政との協力体制を活かした取組みが期待できる。 

以上の点を評価し、公益財団法人浜松市スポーツ協会を候補者と 

して選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

  

 公益財団法人浜松市スポーツ協会 株式会社東京アスレティッククラブ 

提
案
概
要 

① 西地区内の複数の施設を一体管理す

るスケールメリット、及び当協会の

豊富な指定管理施設の運営実績とノ

ウハウを最大限活用。 

② 浜松をホームタウンとするプロスポ

ーツチームと協力して、クリニック

や講演会を開催。 

③ 自主事業については、「初めての体幹

トレーニング」をはじめとする２０

教室を提案。 

④ 観光協会、地元の宿泊施設とよく連

携し、スポーツ合宿の誘致に取組む。 

⑤ 地域が主催する大会やイベントに対

して様々な側面からサポートするこ

とで、地元地域の活性化とコミュニ

ティづくりに貢献。 

① 施設責任者１名、副施設責任者兼受

付責任者１名、体育施設責任者１名

受付員４名の配置を提案。 

② 市民のスポーツ気運を図るため、オ

リンピック等のトップアスリートを

招聘したイベントの開催を提案。 

③ 自主事業については、「ゆがみ改善ス

トレッチ教室」をはじめとする３９

教室を提案。 

④ ＧＹＭＤＸの導入によりトレーニン

グ室の安全強化を提案。 

⑤ 初回利用者に向けた特典や案内サポ

ート制度の導入を提案。 

⑥ 防災拠点としての避難所開設訓練の

実施や備蓄等の見直しを提案。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度） 28,839,000 円 

（令和 9 年度） 28,839,000 円 

（令和 10 年度） 28,839,000 円 

（令和 11 年度） 28,839,000 円 

（令和 12 年度） 28,839,000 円 

      合計 144,195,000 円 

（令和 8 年度） 29,495,000 円 

（令和 9 年度） 29,476,000 円 

（令和 10 年度） 29,490,000 円 

（令和 11 年度） 29,499,000 円 

（令和 12 年度） 29,398,000 円 

      合計 147,358,000 円 
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評
価
内
容 

・プロスポーツチームや学校等との連携

が図られており、団体の特性を活かし

た事業展開が期待できる。 

・地元観光協会、宿泊業者との連携によ

り、高校・大学の部活動の合宿誘致が

実現されている。 

・市内の他施設における指定管理の豊富

な実績があり、施設間の連携による効

率的な管理運営が期待できる。 

・中学校部活動の課題について言及され

た点において、現状認識に基づく実効

性のある提案として評価できる。 

・高齢者層等をターゲットにアウトリー

チによる運動機会の提供促進という

取組みの視点は評価できる。 

・新規講座の導入等により市民ニーズを

適格に捉え、スポーツ施設の充実が図

られるものと期待される。 

・出張講座の実施は、利用促進において

有効な取組と評価できる。 

・安定的な管理運営にあたり、財務面 

で不安が残る。 

・ＡＩカメラ導入等の民間施設で行って

いる提案については評価できるが、初

期投資と地域の利用状況及びニーズ

との適合性について検討を要する。 
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４ 選定基準・評価基準（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

公 益 財 団

法 人 浜 松

市 ス ポ ー

ツ協会 

株 式 会 社

東 京 ア ス

レ テ ィ ッ

ククラブ 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 5.5 点以上） 

 (1) 施設の性格や目的の理解 5 4.2 4.1 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 5 4.0 4.0 

 小 計 10 8.2 8.1 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 27.5 点以上） 

 (1) 事業の具体的取組み方 8 6.1 6.3 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 6 4.5 4.4 

 (3) 適正な管理・モニタリング 6 4.2 4.2 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 10 7.5 7.0 

 (5) 市民サービスの向上 8 6.3 6.5 

 (6) 環境・地域等への配慮 6 4.4 4.0 

 (7) 平等利用 6 4.2 4.4 

 小 計 50 37.2 36.8 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 8.8 点以上） 

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 3.3 2.6 

 (2) 施設の運営実績 4 3.5 3.2 

 (3) 団体の地域貢献 8 7.2 5.3 

 小 計 16 14.0 11.1 

４ 指定管理者の活動に関する項目 

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 0.3 

 (2) 各種認定等の有無 1 1.0 0.0 

 小 計 4 4.0 0.3 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上） 

  収支計画の妥当性 10 7.7 6.5 

 小 計 10 7.7 6.5 

６ 指定管理料に関する項目（２） 

  上限額－提案額 
 ×配点 10 2.5 0.4 

上限額－下限額 

 小 計 10 2.5 0.4 

現指定期間の実績に基づく加減点  2.2 - 

合 計 100 75.8 63.2 
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（第 160 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

 

指定管理者の指定について（浜松市水窪総合体育館） 

 

（提案理由） 

  浜松市水窪総合体育館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条

第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地：浜松市天竜区水窪町地頭方２４１番地の３ 

名 称：浜松市水窪総合体育館 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区和田町８０８番地の１ 

   名 称：公益財団法人浜松市スポーツ協会 会長 大坪 豊生 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

公益財団法人浜松市スポーツ協会 

・設 立：昭和５５年３月２６日 

・基本財産：３３１，７５１，４１２円（令和７年３月３１日現在） 

・設立目的： 浜松市における健康・体力つくりを推進し、アマチュア精神を培い、

スポーツの普及・向上を図り、もって健康で明るい市民の育成に寄与

する。 

・事業内容：①体育・スポーツ団体の育成強化及び連絡調整に関すること 

②体育・スポーツ指導者の資質の向上に関すること 

③競技力の向上に関すること ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・公益財団法人浜松市スポーツ協会（候補者） 

（３）選定会議 天竜区指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：仲井 英之 浜松市天竜区長 

 副委員長：鈴木 智久 浜松市天竜区副区長 

委員：佐々木 豊   浜松市天竜区まちづくり推進課長 

委員：石元 晃一  （第三者委員＝NPO法人春野のえがお 

事務局長） 

委員：小倉 啓子  （第三者委員＝施設利用者代表） 

委員：五日市 一弥 （第三者委員＝税理士） 

(2)審査日時 令和７年９月２日（火） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

令和７年９月２日（火）実施 

（４）選定理由 ・施設の性格や設置目的・業務内容を理解した事業提案であり、市

の施策に沿った内容であった。 

・現指定管理者としての経験、実績を活かした管理運営体制や危機

管理体制となっており、安定した施設運営が期待できる。 

・地域特性を考慮した自主事業の提案がされており、地域住民の健

康増進を図り、更なる市民サービスの向上が期待できる。 

・地元雇用や地元発注、地域団体との連携による事業実施等、地域

活性化につながる地域貢献の提案がなされている。 

以上の点を評価し、公益財団法人浜松市スポーツ協会を候補者と

して選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 公益財団法人浜松市スポーツ協会 

提
案
概
要 

①現指定管理者としての実績を活かし、地域スポーツの拠点となる管理運営を行

う。 

②適正な人員配置により、安全安心を最優先とした管理運営を行う。 

③現行自主事業の継続、地域特性を踏まえた新規イベントの企画により、スポー

ツの場を提供する。 

④地元雇用、地元発注の優先、地域団体との連携・協力による事業実施など地域

貢献活動に積極的に取り組む。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度） 25,277,000 円 

（令和 9 年度） 25,277,000 円 

（令和 10 年度）  25,277,000 円 

（令和 11 年度）  25,277,000 円 

（令和 12 年度） 25,277,000 円 

合計 126,385,000 円 

評
価
内
容 

・施設の性格や設置目的・業務内容を理解した事業提案であり、市の施策に沿っ

た内容であった。 

・現指定管理者としての経験、実績を活かした管理運営体制や危機管理体制とな

っており、安定した施設運営が期待できる。 

・地域特性を考慮した自主事業の提案がされており、地域住民の健康増進を図り、

更なる市民サービスの向上が期待できる。 

・地元雇用や地元発注、地域団体との連携による事業実施等、地域活性化につな

がる地域貢献の提案がなされている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  
公益財団法人 

浜松市スポーツ協会 

1 施設運営管理方針に関する項目（合格点 4.4 点以上） 

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 2.7 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 2.9 

  小 計 8 5.6 

2 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.1 点以上） 

 (1) 事業の具体的取組み方 5 3.5 

 (2) 施設の管理体制・職員の配置 5 3.1 

 (3) 適正な管理・モニタリング 6 4.2 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 8 5.6 

 (5) 市民サービスの向上 8 5.8 

 
(6) 

障がいの有無や年齢、性別等を問わない 

インクルーシブスポーツの振興 
5 3.6 

 (7) 環境・地域等への配慮 5 3.3 

 (8) 平等利用 5 3.0 

 (9) 自主事業 4 2.7 

  小 計 51 34.8 

3 指定管理者に関する項目（合格点 9.4 点以上） 

 (1) 団体の物的・財政的能力 5 3.4 

 (2) 施設の運営実績 5 3.6 

 (3) 団体の地域貢献 7 6.0 

  小 計 17 13.0 

4 活動拠点に関する項目          

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 1.0 

  小 計 4 4.0 

5 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上） 

 収支計画の妥当性 10 7.8 

 小計 10 7.8 

6 指定管理料に関する項目（２） 

  最低提案額 
×配点 10 10.0 

提案額 

  小計 10 10.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  0 

合 計 100 75.2 
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（第 161 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

 

指定管理者の指定について（浜松市天竜Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

 

（提案理由） 

  浜松市天竜Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市天竜区二俣町阿蔵３３０番地の２ 

   名 称：浜松市天竜Ｂ＆Ｇ海洋センター 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：神奈川県小田原市堀之内４５８番地 

   名 称：スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体 

       （代表者）神奈川県小田原市堀之内４５８番地 

株式会社スポーツプラザ報徳 代表取締役 安藤 剛 

       （構成員）浜松市中央区常盤町１３２番地の１８ 

            中部ビル保善株式会社 代表取締役 石井 宏司 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    代表者の株式会社スポーツプラザ報徳が浜松市天竜Ｂ＆Ｇ海洋センターの運営に 

向け、施設管理の経験豊かな中部ビル保善株式会社と協力することで、お互いの特 

徴や経験を活かし、安心・安全な指定管理業務を実施し、施設管理業務を効率化及 

び効果的に達成するため。 

 

（２）概要 

代
表
者 

株式会社スポーツプラザ報徳 

・設 立：昭和６２年１０月２１日 

・資 本 金：１億円 

・設立目的：次の事業を営むため。 

・事業内容：①水泳、ダイビング、柔剣道、スキー、体操教室及びスポーツクラ

ブの経営並びに管理運営 

②スポーツに関する興業の企画、実施 

③屋内外プール、スポーツ施設の設計施工及び管理運営並びに  

清掃業務 ほか 

構
成
員 

中部ビル保善株式会社 

・設 立：昭和４７年５月１日 

・資 本 金：１２００万円 

・設立目的：次の事業を営むため。 

・事業内容：①不動産管理業 

②建築物並びに附帯設備の維持管理 

③地方自治法に基づく指定管理者制度による公の施設の管理運営 

 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体（候補者） 

（３）選定会議 天竜区指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：仲井 英之  浜松市天竜区長 

 副委員長：鈴木 智久  浜松市天竜区副区長 

委員：佐々木 豊    浜松市天竜区まちづくり推進課長 

委員：石元 晃一   （第三者委員＝NPO法人春野のえがお事

務局長） 

委員：小倉 啓子   （第三者委員＝施設利用者代表） 

委員：五日市 一弥  （第三者委員＝税理士） 

(2)審査日時 令和７年９月２日（火） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

     令和７年９月２日（火）実施 

（４）選定理由 ・施設の性格や設置目的・業務内容を理解した事業提案であり、市

の施策に沿った内容であった。 

・全国で多くのスポーツ施設の指定管理運営実績がある企業と、浜

松市を中心に建物管理実績が豊富な市内企業との共同事業体と

して、効率的な管理運営の提案がなされている。 

・企業のノウハウを活かした様々な自主事業の展開など、市民サー

ビスの向上を図る提案がなされている。 

以上の点を評価し、スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業

体を候補者として選定した。 
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 ３ 提案概要と評価内容 

 スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体 

提
案
概
要 

①共同事業体内での役割分担を明確化し、施設運営業務全般や教室運営を株式会

社スポーツプラザ報徳が行い、維持管理業務全般や地域連携、緊急時対応を中

部ビル保善株式会社が行う。 

②職員の配置について、営業時間帯には原則正社員１名以上勤務し、受付員、プ

ール監視員を各１名配置する。 

③市民サービスの向上のため、条例より安価な利用料金設定。 

④こどもから高齢者までの幅広い年代を対象とした水泳教室や、多目的ホールで

の多様な運動教室など、豊富な自主事業の実施。 

⑤全国６施設のＢ＆Ｇ海洋センターの指定管理実績を活かし、Ｂ＆Ｇ財団が推進

する事業の積極的な実施。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度） 33,322,281 円  

（令和 9 年度） 33,583,372 円 

（令和 10 年度） 33,351,823 円  

（令和 11 年度） 33,490,534 円  

（令和 12 年度） 33,626,935 円  

合計 167,374,945 円 

評
価
内
容 

・施設の性格や設置目的・業務内容を理解した事業提案であり、市の施策に沿っ

た内容であった。 

・全国で多くのスポーツ施設の指定管理運営実績がある企業と、浜松市を中心に

建物管理実績が豊富な市内企業との共同事業体として、効率的な管理運営の提

案がなされている。 

・企業のノウハウを活かした様々な自主事業の展開など、市民サービスの向上を

図る提案がなされている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

ス ポ ー ツ プ ラ ザ 

報徳・中部ビル保善

共同事業体 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 4.4 点以上） 

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 2.9 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.1 

  小 計 8 6.0 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 24.8 点以上） 

 (1) 事業の具体的取組み方 5 3.6 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 5 3.5 

 (3) 適正な管理・モニタリング 5 3.4 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 8 5.8 

 (5) 市民サービスの向上 6 4.7 

 
(6) 

障がいの有無や年齢、性別等を問わない 

インクルーシブスポーツの振興 
3 1.7 

 (7) 環境・地域等への配慮 5 3.0 

 (8) 平等利用 4 2.5 

 (9) 自主事業 4 3.2 

  小 計 45 31.4 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 7.7 点以上） 

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 2.5 

 (2) 施設の運営実績 5 4.0 

 (3) 団体の地域貢献 5 3.6 

  小 計 14 10.1 

４ 指定管理者の活動に関する項目 

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 2.6 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.3 

  小 計 4 2.9 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 7.7 点以上） 

  収支計画の妥当性 14 9.8 

 小 計 14 9.8 

６ 指定管理料に関する項目（２） 

  最低提案額 
×配点 15 15.0 

 提案額 

 小 計 15 15.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  0 

合 計 100 75.2 
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（第 162 号議案の説明資料） 

文化財課  

 

指定管理者の指定について（浜松市立賀茂真淵記念館） 

 

（提案理由） 

  浜松市立賀茂真淵記念館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条

第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区東伊場一丁目２２番２号 

   名 称：浜松市立賀茂真淵記念館 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区東伊場一丁目２２番２号 

   名 称：一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会 会長 鈴木 敏弘 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会 

   ・設  立：昭和５１年１２月１５日 

   ・設立目的：私たちが生まれ育った地域社会において、殖産興業及び文化振興に努

めることにより地域の発展に尽くした先覚者の史蹟及び事績を調査及

び顕彰することにより、それを後世に伝え、郷土愛を育成することを

目的とする。 

   ・事業内容：①史蹟の調査、顕彰及び保存 

②郷土の先覚者の事蹟調査及び顕彰 

③郷土の産業及び文化に関する資料の蒐集、整備及び保存 

④前３号に関する資料の刊行及び研究会、講演会、展覧会等の開催 

⑤浜松市立賀茂真淵記念館管理運営の受託 

⑥前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業並びにこの法人の目的

を達成するために必要な事業 
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 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議（文化・スポーツ振興担当） 

(1)選定会議の構成 

 委員長：嶋野 聡   浜松市市民部文化振興担当部長 

 副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

【欠席】 

委員：宮木 広由   浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪    浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美   浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１日（月） 

午後１時００分～午後５時１０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１日（月）実施 

（４）選定理由 ・施設の設置目的を非常に良く理解しており、その目的を達成する

ための運営体制が整備されている。また、展示資料の充実に加え、

賀茂真淵はじめ遠江の国学者に関係する資料の収集・保存・研究

を適切に行うことができる事業計画が提案されている。さらに、

学校への出前講座、SNSを利用した情報発信等、若い世代の利用者

増の取り組みを積極的に行うことも提案されている。これらを総

合的に評価した結果、選定基準に規定する条件を満たしたため上

記候補者を選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会 

提
案
概
要 

賀茂真淵翁をはじめ、遠江の多くの門人・国学者たちの業績を顕彰し、浜松市

民はもとより、県内外から訪れる入館者の皆様に伝え、併せて郷土の育んできた

文化を伝承・発信する施設として運営し、当地域の文化創造に貢献する。 

【重点取り組み項目】 

・入館者増加対策 

・入館者の利便向上対策 

・講座事業における市民サービスの向上 

・収蔵史料の活用と展示の充実 

・観光で訪れる人々への配慮 

・学術機関等との連携強化 

提
案
金
額 

(令和8年度) 23,232,000円 

(令和9年度) 23,232,000円 

(令和10年度) 23,232,000円 

(令和11年度) 23,232,000円 

(令和12年度) 23,232,000円 

 合計 116,160,000円 

評
価
内
容 

・国学・郷土史に親しむ場の提供、分かりやすい展示、収蔵資料の保全と調査に

ついて、具体的かつ施設の設置目的を十分に理解した提案がされており、評価

できる。 

・SNSの活用等、若い世代や観光関係機関への働きかけについて提案されており、

情報発信の強化と入館者増加対策として期待できる。 

・国学者を顕彰する施設、学術機関との連携強化について取り組む積極的な姿勢

が評価できる。 

・長年にわたる施設の運営実績があり、運営体制と学術知識を持った職員の配置

について、評価できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

一般社団

法人浜松

史蹟調査

顕彰会 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 5.5 点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 3 2.4 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 7 5.2 

 小 計 10 7.6 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.1 点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 10 7.2 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 8 5.5 

 (3) 適正な管理・モニタリング 5 3.3 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 4 2.5 

 (5) 市民サービスの向上 12 8.6 

 (6) 環境・地域等への配慮 6 4.1 

 (7) 平等利用 6 4.1 

 小 計 51 35.3 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 8.3 点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 5 3.4 

 (2) 施設の運営実績 5 3.9 

 (3) 団体の地域貢献 5 3.8 

 小 計 15 11.1 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0 

 小 計 4 3.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上）   

  収支計画の妥当性 10 6.8 

 小 計 10 6.8 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
10 0.2 

 小 計 10 0.2 

現指定期間の実績に基づく加減点 ― 1.1 

合  計 100 65.1 

× 配点 
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（第 163 号議案の説明資料） 

福祉総務課  

 

指定管理者の指定について（浜松市福祉交流センター） 

 

（提案理由） 

  浜松市福祉交流センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第

６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

   名 称：浜松市福祉交流センター 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ 

       （代表者）浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 川嶋 朗夫 

       （構成員）浜松市中央区田町３２４番地の３ 

            東海美装興業株式会社 代表取締役 才田 光重 

（構成員）浜松市中央区中島一丁目３５番１６号 

            株式会社ステージ・ループ 代表取締役 今田 晴義 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    グループ構成員間でアイディアを持ち寄り、より高い効果をあげるべく、福祉に 

   精通した社会福祉法人と経営力と技術力を持つ株式会社が共同事業体を組むことに

より、経験と実績を活かした安定的で効率的な管理運営を総合的に実施する。 

 

（２）概要 

代
表
者 

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

・設 立：昭和４２年３月１５日 

・資産の総額：１２億１,３７０万７,７６１円 

・設立目的： 次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動の住民の参加のための援助 

③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、 

 調整及び助成 ほか 

構
成
員 

東海美装興業株式会社 

・設 立：昭和３８年３月４日 

・資 本 金：２,０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①建築物の清掃 

②建築物の電気・空調・給排水設備の運転保守管理 

③建築物の維持管理に関するコンサルタント ほか 

構
成
員 

株式会社ステージ・ループ 

・設  立：昭和５７年２月２０日 

・資 本 金：１,５００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①舞台、テレビ、ホール、催事場、映画等の照明、音響、舞台美術、 

映像に関する設計、設備、施工、制作、運営、管理及び操作 

②上記の照明、音響、舞台美術、映像の器材の販売、貸出、修理 

③ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオテープ、ビデオディスクなどへの録音録画、 

 録音録画物の企画・制作・製造及び販売 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：小松 靖弘 浜松市健康福祉部長（規定により除斥） 

副委員長：亀田 岳史 浜松市健康福祉部次長 

委員：大澤 利道 浜松市健康福祉部中央福祉事業所長 

委員：小田切 峰二 浜松市健康福祉部浜名福祉事業所長 

委員：芦澤 信之 浜松市健康福祉部天竜福祉事業所長 

委員：竹村 吉弘 浜松市健康福祉部福祉総務課長 

委員：柴田 多美子 浜松市健康福祉部障害保健福祉課長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

 (2)審査日時 令和７年９月４日（木） 

午前９時３０分～午前１２時５０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月４日（木）実施 

（４）選定理由  公募したところ１件の応募があり、提案は選定基準を満たすもの 

であった。 

 同施設の指定管理者としての実績があり、施設の設置目的が十分 

理解していると認められる。施設の効用発揮に努める提案がなされ 

ており、管理体制及び収支計画も妥当なものであることから適切な 

管理運営が期待できると認められるため選定した。 
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 ３ 提案概要と評価内容 

 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ 

提
案
概
要 

①施設の設置目的を理解し、障害を持つ方をはじめ、誰もが利用しやすい場を提

供し、地域福祉活動の推進に大きな役割を果たす施設となる。 

②共同事業体により、これまでの実績と施設運営のノウハウを十分に活かしなが

ら総合的な管理運営を実施する。 

③自主事業においても設置目的に沿った事業を展開し、障がい者等へ福祉増進に

限らず、市民の生きがいの創造に繋がるような事業を展開していく。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度）       65,467,000 円  

（令和 9 年度）      65,467,000 円 

（令和 10 年度）     65,467,000 円  

（令和 11 年度）     65,467,000 円  

（令和 12 年度）     65,467,000 円  

合計 327,335,000 円 

評
価
内
容 

指定管理者選定基準における評価項目のうち、評価が高かった項目は以下のとお

り。 

・施設の性格や目的の理解 

・市の施策に沿った提案 

・事業の具体的な取組み方 

・施設の運営体制・職員配置 

・適正な管理・モニタリング 

・団体の物的・財政的な能力 

・浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 

 

 施設の性質や事業の目的を正しく捉え、幅広い利用者に応じた働きかけや、イ

ベント・講座等の提案がされていることや公益財団法人浜松・浜名湖観光ツーリ

ズムビューローと連携したコンベンション誘致を今後も継続して実施していく姿

勢が評価された。 

また、これまでの当該施設の実績を踏まえ、共同事業体として、各団体の専門性

を活かし、安定した運営が期待できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

社会福祉法人浜松市

社会福祉協議会 

グループ 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点４.４点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 3.2 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.2 

 小 計 8 6.4 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２７.０点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 5.5 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 7 5.3 

 (3) 適正な管理・モニタリング 7 5.5 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.2 

 (5) 市民サービスの向上 7 5.2 

 (6) 環境・地域等への配慮 7 4.9 

 (7) 平等利用 7 5.0 

 小 計 49 36.6 

３ 指定管理者に関する項目（合格点７.２点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 5 4.0 

 (2) 施設の運営実績 4 3.4 

 (3) 団体の地域貢献 4 3.3 

 小 計 13 10.7 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.3 

 小 計 4 3.3 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７.７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 10.6 

 小 計 14 10.6 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
12 0.0 

 小 計 12 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.2 

合  計 100 68.8 

 

× 配点 
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（第 164 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課  

 

指定管理者の指定について（浜松市浜北社会福祉会館ほか２施設） 

 

（提案理由） 

  浜松市浜北社会福祉会館ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することにつ

いて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市浜名区小林１２７２番地の１ 浜松市浜北社会福祉会館 

浜松市浜名区小林１２７２番地の１ 浜松市ふれあい交流センター浜北 

浜松市中央区中郡町６８４番地の１ 浜松市ふれあい交流センター竜西 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区丸塚町１６９番地 

   名 称：株式会社ヤタロー 代表取締役 中村 伸宏 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   株式会社ヤタロー 

   ・設  立：昭和２３年８月２３日 

   ・資 本 金：１,２００万円 

   ・設立目的：①パン類及び洋菓子、和菓子の製造販売 

②飲食店営業 

③飲料水の販売 

④労働者派遣事業 

⑤受託施設の運営・管理 

⑥前各号に附帯する一切の事業 

・事業内容：①生産・販売・営業に関する事業 

②公共施設の管理運営事業 

③観光事業 

④フードビジネス事業（学校・会社等の食堂運営） 

⑤学校給食事業 

⑥その他 

 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・株式会社ヤタロー（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：小松 靖弘 浜松市健康福祉部長 

副委員長：亀田 岳史 浜松市健康福祉部次長 

委員：大澤 利道 浜松市健康福祉部中央福祉事業所長 

委員：小田切 峰二 浜松市健康福祉部浜名福祉事業所長 

委員：芦澤 信之 浜松市健康福祉部天竜福祉事業所長 

委員：竹村 吉弘 浜松市健康福祉部福祉総務課長 

委員：柴田 多美子 浜松市健康福祉部障害保健福祉課長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月４日（木） 

午前９時３０分～午後０時５０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月４日（木）実施 
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（４）選定理由 ・公募したところ、１件の応募があり、提案は選定基準を満たすも

のであった。 

・施設の性質や事業の目的を正しく捉えており、特に子育て世代を

対象とした新しい取組を具体的に提案し地域と積極的に交流し

ながら事業実施していく姿勢が評価された。 

・過去の実績があり、安定した運営が期待できることから選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 株式会社ヤタロー 

提
案
概
要 

①「地域とともに世代を超えた人々がやさしく、たのしく、つながる場所を目指

す」をコンセプトに、子ども、子育て世代、高齢者のそれぞれの働きかけ、世

代間交流を創出していく。 

②地域団体、行政、教育機関と連携した運営を誠実かつ堅実に行い、地域の課題

を地域と一体になりながら解決していく。 

③利用者の声を大切にし、サービスの質の向上に努めるとともに、安全・安心・

防災に力を入れた施設運営を実施する。 

提
案
金
額 

(令和8年度) 64,474,000円 

(令和9年度) 64,474,000円 

(令和10年度) 64,474,000円 

(令和11年度) 64,474,000円 

(令和12年度) 64,474,000円 

  合計  322,370,000 円 

評
価
内
容 

指定管理者選定基準における評価項目のうち、評価が高かった項目は以下のとお

り。 

・施設の性格や目的の理解 

・市の施策に沿った提案 

・施設の運営体制・職員配置 

・市民サービスの向上 

・団体の地域貢献 

・浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 

 

・施設の性質や事業の目的を正しく捉え、子どもから高齢者の各世代に応じた働

きかけや、イベント・講座等の提案がされていること、特に子育て世代を対象

とした新しい取組を具体的に提案し地域と積極的に交流しながら事業実施し

ていく姿勢が評価された。 

・これまでの当該施設や類似施設での実績を踏まえ、安定した運営が期待できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

株式会社

ヤタロー 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点４.４点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 3.2 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.2 

 小 計 8 6.4 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２７.０点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 5.5 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 7 5.7 

 (3) 適正な管理・モニタリング 7 5.4 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.3 

 (5) 市民サービスの向上 7 5.6 

 (6) 環境・地域等への配慮 7 5.2 

 (7) 平等利用 7 5.3 

 小 計 49 38.0 

３ 指定管理者に関する項目（合格点７.２.点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 2.6 

 (2) 施設の運営実績 4 3.1 

 (3) 団体の地域貢献 4 3.2 

 小 計 12 8.9 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.6 

 小 計 4 3.6 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７.７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 8.8 

 小 計 14 8.8 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
13 0.0 

 小 計 13 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  2.4 

合  計 100 68.1 

 

× 配点 ＝評価点（※配点を上限） 
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（第 165 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課  

 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センターいたや、浜松市ふ 

れあい交流センター萩原） 

 

（提案理由） 

  浜松市ふれあい交流センターいたや及び浜松市ふれあい交流センター萩原の指定管

理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により議決を求める

ものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中央区板屋町５９６番地 浜松市ふれあい交流センターいたや 

浜松市中央区初生町１番地 浜松市ふれあい交流センター萩原 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 川嶋 朗夫 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

   ・資産総額：１２億１３７０万７７６１円 

   ・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健 

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進

を図ることを目的とする。 

   ・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③浜松市ふれあい交流センターの事業            ほか 

 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・社会福祉法人浜松市社会福祉協議会（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：小松 靖弘 浜松市健康福祉部長（規定により除斥） 

副委員長：亀田 岳史 浜松市健康福祉部次長 

委員：大澤 利道 浜松市健康福祉部中央福祉事業所長 

委員：小田切 峰二 浜松市健康福祉部浜名福祉事業所長 

委員：芦澤 信之 浜松市健康福祉部天竜福祉事業所長 

委員：竹村 吉弘 浜松市健康福祉部福祉総務課長 

委員：柴田 多美子 浜松市健康福祉部障害保健福祉課長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月４日（木） 

午前９時３０分～午後０時５０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月４日（木）実施 
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（４）選定理由 ・公募したところ、１件の応募があり、提案は選定基準を満たすも

のであった。 

・過去の実績に基づいた事業提案であり、事業執行や管理運営を確

実に行うことができるものとなっている。 

・団体の特性を生かし、福祉や健康に関する専門的知識を持った人

材や、ボランティアを活用した事業提案が評価された。 

 また、適正な経理が行われており、収支計画が妥当であることか

ら選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

提
案
概
要 

①利用者の声を聞き取り、社会福祉協議会地区センターと連携し地域ニーズの把

握に努め、各世代のニーズに応じた講座・教室の開催を目指すとともに、世代

間の交流を目指す。 

②これまで培ったノウハウや専門的知識を最大限活用し、新たな利用者の拡大を

目指す。 

③積極的にボランティアを募集するなど多くの地域住民が関わる活動を展開す

る。 

提
案
金
額 

(令和8年度) 47,667,000円 

(令和9年度) 47,667,000円 

(令和10年度)  47,667,000円 

(令和11年度)  47,667,000円 

(令和12年度)  47,667,000円 

   合計 238,335,000 円 

評
価
内
容 

指定管理者選定基準における評価項目のうち、評価が高かった項目は以下のとお

り。 

・施設の性格や目的の理解 

・市の施策に沿った提案 

・施設の運営体制・職員配置 

・市民サービスの向上 

・団体の地域貢献 

・浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 

 

・施設の性質や事業の目的を正しく捉え、子どもから高齢者の各世代に応じた働

きかけや、イベント・講座等の提案がされていること、特に子育て世代を対象

とした新しい取組を具体的に提案し地域と積極的に交流しながら事業実施し

ていく姿勢が評価された。 

・これまでの当該施設や類似施設での実績を踏まえ、安定した運営が期待できる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

社会福祉

法人浜松

市社会福

祉協議会 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点４.４点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 3.2 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.2 

 小 計 8 6.4 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２７.０点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 5.4 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 7 5.3 

 (3) 適正な管理・モニタリング 7 5.4 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.2 

 (5) 市民サービスの向上 7 5.2 

 (6) 環境・地域等への配慮 7 5.2 

 (7) 平等利用 7 5.1 

 小 計 49 36.8 

３ 指定管理者に関する項目（合格点７.２点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 3.0 

 (2) 施設の運営実績 4 3.3 

 (3) 団体の地域貢献 4 3.4 

 小 計 12 9.7 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.0 

 小 計 4 3.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７.７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 9.6 

 小 計 14 9.6 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
13 0.0 

 小 計 13 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.6 

合  計 100 67.1 

× 配点 ＝評価点（※配点を上限） 
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（第 166 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課  

 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センター湖東ほか２施設） 

 

（提案理由） 

  浜松市ふれあい交流センター湖東ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中央区和地町１８３３番地の１ 浜松市ふれあい交流センター湖東 

浜松市中央区馬郡町３８０５番地の１ 浜松市ふれあい交流センター湖南 

浜松市中央区舞阪町弁天島２６５８番地の

１９ 

浜松市ふれあい交流センター陽だ

まり 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 川嶋 朗夫 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

   ・資産総額：１２億１３７０万７７６１円 

   ・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健 

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進

を図ることを目的とする。 

   ・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③浜松市ふれあい交流センターの事業            ほか 

 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・社会福祉法人浜松市社会福祉協議会（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：小松 靖弘 浜松市健康福祉部長（規定により除斥） 

副委員長：亀田 岳史 浜松市健康福祉部次長 

委員：大澤 利道 浜松市健康福祉部中央福祉事業所長 

委員：小田切 峰二 浜松市健康福祉部浜名福祉事業所長 

委員：芦澤 信之 浜松市健康福祉部天竜福祉事業所長 

委員：竹村 吉弘 浜松市健康福祉部福祉総務課長 

委員：柴田 多美子 浜松市健康福祉部障害保健福祉課長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月４日（木） 

午前９時３０分～午後０時５０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月４日（木）実施 

（４）選定理由 ・公募したところ、１件の応募があり、提案は選定基準を満たすもの

であった。 

・過去の実績に基づいた事業提案となっており、地域の拠点としての

事業執行を確実に行うことができるものとなっている。また、団体

として安定した財政基盤を持っており、これまでの運営実績を踏ま

えると、今後も適切な運営が期待できると判断し選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

提
案
概
要 

①アンケートにより利用者の声を聞き取り、地域ニーズの把握に努め、継続的に

参加できる講座・教室の開催及び、多代間の交流を目指す。 

②地域資源を活用した事業や、親子で参加しやすい講座やイベントの実施を目指

す。 

③高齢者の生きがいづくりやメンタルヘルスの向上を図るとともに、健康寿命の

延伸を目指す取り組みを行う。 

④高齢者や子育て世代の外出機会の創出のため、地域の様々な団体との連携を模

索しロビー展示を活用して地域のつながりを深める役割を果たしていく 

⑤これまでの施設運営のノウハウを十分に活かして、子どもやその保護者、高齢

者など誰もが利用しやすい施設となるように努める。 

提
案
金
額 

(令和8年度) 66,522,000円 

(令和9年度) 66,522,000円 

(令和10年度) 66,522,000円 

(令和11年度) 66,522,000円 

(令和12年度) 66,522,000円 

   合計   332,610,000 円 

評
価
内
容 

指定管理者選定基準における評価項目のうち、評価が高かった項目は下記のとお

り。 

・施設の性格や目的の理解 

・事業への具体的取り組み方 

・施設の運営体制・職員配置 

・団体の地域貢献度 

・浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 

 

・これまでの当該施設の運営実績を踏まえ、地域にある多様な団体との連携を模

索しながら、質の高いサービスの提供が期待される。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

社会福祉

法人浜松

市社会福

祉協議会 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点４.４点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 2.9 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 2.7 

 小 計 8 5.6 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２７.０点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 4.8 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 7 4.9 

 (3) 適正な管理・モニタリング 7 4.9 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.1 

 (5) 市民サービスの向上 7 4.5 

 (6) 環境・地域等への配慮 7 4.8 

 (7) 平等利用 7 4.4 

 小 計 49 33.4 

３ 指定管理者に関する項目（合格点７.２点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 3.0 

 (2) 施設の運営実績 4 3.0 

 (3) 団体の地域貢献 4 2.9 

 小 計 12 8.9 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.0 

 小 計 4 3.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７.７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 9.6 

 小 計 14 9.6 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
13 0.0 

 小 計 13 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  0.7 

合  計 100 61.2 

× 配点 ＝評価点（※配点を上限） 
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（第 167 号議案の説明資料） 

高齢者福祉課  

 

指定管理者の指定について（浜松市ふれあい交流センター青龍ほか２施設） 

 

（提案理由） 

  浜松市ふれあい交流センター青龍ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中央区青屋町３００番地 浜松市ふれあい交流センター青龍 

浜松市中央区江之島町６０６番地 浜松市ふれあい交流センター江之島 

浜松市中央区増楽町１６４５番地の１ 浜松市ふれあい交流センター可美 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区成子町１４０番地の８ 

   名 称：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 会長 川嶋 朗夫 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

   ・設  立：昭和４２年３月１５日 

   ・資産総額：１２億１３７０万７７６１円 

   ・設立目的：浜松市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健 

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進

を図ることを目的とする。 

   ・事業内容：①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

③浜松市ふれあい交流センターの事業            ほか 

 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・社会福祉法人浜松市社会福祉協議会（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：小松 靖弘 浜松市健康福祉部長（規定により除斥） 

副委員長：亀田 岳史 浜松市健康福祉部次長 

委員：大澤 利道 浜松市健康福祉部中央福祉事業所長 

委員：小田切 峰二 浜松市健康福祉部浜名福祉事業所長 

委員：芦澤 信之 浜松市健康福祉部天竜福祉事業所長 

委員：竹村 吉弘 浜松市健康福祉部福祉総務課長 

委員：柴田 多美子 浜松市健康福祉部障害保健福祉課長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月４日（木） 

午前９時３０分～午後０時５０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月４日（木）実施 
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（４）選定理由 ・公募したところ、１件の応募があり、健康福祉部指定管理者選定

会議において審査したところ、提案は選定基準を満たすもので 

あった。 

・多世代交流施設として地域の拠点となる取り組みのほか、過去の

実績を活かした事業提案がなされ、実行可能なものとなってい

る。 

・安定した財政基盤を持ち、これまでの運営実績を踏まえると、今

後も適切な運営が期待できると判断し選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

提
案
概
要 

①利用者の声を聞き取り、社会福祉協議会地区センターと連携し地域ニーズの把

握に努め、各世代のニーズに応じた講座・教室の開催を目指すとともに、世代

間の交流を目指す。 

②親子で参加しやすい講座やイベントの実施及び地域資源と連携した事業に取

り組む。 

③高齢者の生きがいづくりやメンタルヘルスの向上を図るとともに、健康寿命の

延伸を目指す取り組みを行う。 

④これまでの施設運営のノウハウを十分に活かして、子どもやその保護者、高齢

者など誰もが利用しやすい施設となるように努める。 

提
案
金
額 

(令和8年度) 73,657,000円 

(令和9年度) 73,657,000円 

(令和10年度) 73,657,000円 

(令和11年度) 73,657,000円 

(令和12年度) 73,657,000円 

   合計   368,285,000 円 

評
価
内
容 

指定管理者選定基準における評価項目のうち、評価が高かった項目は下記のとお

り。 

・施設の性格や目的の理解 

・提案が市の施策に沿ったものであること 

・施設の運営体制・職員配置 

・市民サービスの向上 

・団体の地域貢献度 

・浜松市内に主な事業活動の拠点を置いているか 

 

・これまでの当該施設の運営実績を踏まえ、地域関係団体等と連携し、高齢者と

子育て世代の充実を図ることにより、質の高いサービスの提供が期待される。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

社会福祉

法人浜松

市社会福

祉協議会 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点４.４点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 4 3.2 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.2 

 小 計 8 6.4 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２７.０点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 5.2 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 7 5.4 

 (3) 適正な管理・モニタリング 7 5.2 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.3 

 (5) 市民サービスの向上 7 5.1 

 (6) 環境・地域等への配慮 7 5.3 

 (7) 平等利用 7 5.3 

 小 計 49 36.8 

３ 指定管理者に関する項目（合格点７.２点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 4 3.1 

 (2) 施設の運営実績 4 3.2 

 (3) 団体の地域貢献 4 3.3 

 小 計 12 9.6 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.0 

 小 計 4 3.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点７.７点以上）   

  収支計画の妥当性 14 9.6 

 小 計 14 9.6 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

  
上限額 － 提案額 

上限額 － 下限額 
13 0.0 

 小 計 13 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.6 

合  計 100 67.0 

× 配点 ＝評価点（※配点を上限） 
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（第 168 号議案の説明資料） 

病院管理課  

 

指定管理者の指定について（浜松医療センター） 

 

（提案理由） 

  浜松医療センターの指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６

項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地：浜松市中央区富塚町３２８番地 

   名 称：浜松医療センター 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区富塚町３２８番地 

   名 称：公益財団法人浜松市医療公社 理事長 鈴木 達夫 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

   公益財団法人浜松市医療公社 

   ・設  立：昭和４７年１１月１日 

   ・基本財産：５億５００万円 

   ・設立目的：浜松市及びその周辺の地域住民に対する公衆衛生の向上及び地域医療

の連携強化を推進し、もって住民の健康及び福祉の増進に寄与するこ

と。 

   ・事業内容：（１）オープンシステムによる地域診療所等からの不特定多数の紹介患

者の診療 

         （２）地域診療所等への手術設備、高度医療機器及び病床の提供 

         （３）地域医療支援病院として診療所等との連携及び機能分担の推進 

         （４）地域の救急医療の提供及び小児・周産期医療の確保 

         （５）災害拠点病院として医療救護活動の実施 

         （６）感染症指定医療機関として疾病対策の実施 

         （７）地域性を考慮した特定健診、がん検診、生活指導等の実施 

         （８）地域住民の健康増進及び疾病予防のための公衆衛生活動の実施 
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         （９）医学及び医療の向上に関する調査・研究の実施 

         （10）臨床研修指定病院として臨床研修医に対する教育研修の実施 

         （11）大学の関連教育病院として学生に対する教育研修の実施 

         （12）医療と介護の連携推進事業の支援 

         （13）職員の子ども及び地域の子どもに対する保育事業の実施 

         （14）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 非公募 

（２）応募団体 １件 

・公益財団法人浜松市医療公社（候補者） 

（３）選定会議 健康福祉部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：平野 由利子 浜松市健康福祉部医療担当部長 

（公益財団法人浜松市医療公社の理事のため除斥） 

副委員長：渥美 雅人  浜松市健康福祉部次長 

委員：西崎 公康    浜松市健康福祉部次長 

委員：後藤 励    （第三者委員＝慶應義塾大学大学院教 

授） 

委員：浅野 道雄   （第三者委員＝あさのクリニック院長） 

委員：坂田 妃佐恵  （第三者委員＝坂田妃佐恵公認会計士 

事務所） 

(2)審査日時 令和７年９月１１日（木） 

午後２時～午後４時 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１１日（木）実施 

（４）選定理由 ・救急、小児・周産期等の政策的医療やがん診療などの高度・専門

医療の提供のほか、地域医療への貢献や医療従事者の育成、医療

の調査・研究の推進など、公立病院に求められる役割や責務を認

識した事業提案がなされている。 

・物価高騰や人件費の上昇など、病院運営には厳しい社会情勢とな

る中、これまでの運営実績を踏まえた現実的な指標を設定し、こ

れらに基づく収支計画を策定している。 

・これらの点や開設以来の候補者の病院運営の実績を評価し、指定

管理者候補として選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 公益財団法人浜松市医療公社 

提
案
概
要 

①患者の権利と尊厳を尊重し、患者中心の安全・安心な医療を提供する。 

②地域医療支援病院として、地域医療連携ネットワークを強化する。 

③地域の救急・災害医療を支え、小児、周産期医療を守る。 

④高度かつ先端医療を推進する。 

⑤医療に関する調査・研究を推進し、国内外に情報を発信する。 

⑥職員の教育・研修に努め、真の医療人を育成する。 

⑦効率的な病院経営に努め、健全な財政基盤を確立する。 

提
案
金
額 

（令和８年度から令和１２年度） 

指定管理者との間で年度ごとに締結する協定で定める政策的医療交付金の 

合計額 

評
価
内
容 

・静岡県西部地域の中核的医療を担う基幹病院として、救急、小児・周産期、感

染症等の政策的医療やがん診療、エイズ治療などの高度・専門医療への積極的

な取り組みが提案されている。 

・地域診療所との連携による地域医療への貢献、医学部学生や看護実習生の受け

入れによる医療従事者の育成、安全・安心な医療提供のための体制づくりなど、

医療の質の向上ための具体的な提案がされている。 

・公立病院としての役割を果たすだけでなく、安定的な病院運営に不可欠な経営

的自立のための戦略や人材確保及び医療従事者の専門性の向上についての方策

が示されている。 

・社会情勢などの医療を取り巻く環境や運営実績を踏まえた指標に基づく収支計

画が策定されている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

公益財団

法人浜松

市医療公

社 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点５．５０点以上）    

 (1) 施設の性格や目的の理解 5 4.6 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 5 4.3 

 小 計 10 8.9 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点２４．７５点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 10 8.5 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 8 6.3 

 (3) 適正な管理・モニタリング 6 4.7 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 8 6.3 

 (5) 市民サービスの向上 5 4.0 

 (6) 環境・地域等への配慮 5 4.0 

 (7) 平等利用 3 2.6 

 小 計 45 36.4 

３ 指定管理者に関する項目（合格点１１．００点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 7 5.7 

 (2) 施設の運営実績 7 5.7 

 (3) 団体の地域貢献 6 4.9 

 小 計 20 16.3 

４ 収支計画に関する項目（合格点１３．７５点以上）   

 収支計画の妥当性 25 17.5 

 小 計 25 17.5 

 現指定期間の実績に基づく加減点  - 

合  計 100 79.1 
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（第 169 号議案の説明資料） 

産業振興課  

 

指定管理者の指定について（浜松市総合産業展示館） 

 

（提案理由） 

  浜松市総合産業展示館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区流通元町２０番地の２ 

   名 称：浜松市総合産業展示館 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区丸塚町１６９番地 

   名 称：ヤタロー・共同グループ 

       （代表者）浜松市中央区丸塚町１６９番地 

株式会社ヤタロー 代表取締役 中村 伸宏 

       （構成員）浜松市中央区子安町３１５番地の１３ 

            株式会社共同 代表取締役 有賀 公哉 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    豊富な公共施設の管理運営実績による充実した研修と人材サポート体制を有する

代表企業と、施設の総合管理企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実績

を活かした更なる利用者サービスの拡充を目指すため。 

 

（２）概要 

代
表
者 

株式会社ヤタロー 

・設 立：昭和２３年８月２３日 

・資 本 金：１，２００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①管理運営業務 

      ②レストラン運営業務 

      ③自社ブランド商品の製造・販売業務 ほか 

構
成
員 

株式会社共同 

・設 立：昭和５３年４月１２日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルマネジメント業務 

      ②マンション管理業務 

③総合警備業務 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 
・ヤタロー・共同グループ（候補者） 

（３）選定会議 産業部指定管理者選定会議 
（１）選定会議の構成  

委員長 ：北嶋 秀明 浜松市産業部長 
副委員長：土居 竜大 浜松市産業部スタートアップ推進担当部

長【欠席】 
委員：木下 真弥   浜松市産業部次長 
委員：飯塚 隆   （第三者委員＝静岡県中小企業団 

体中央会西部事務所長） 
委員：内藤 武史  （第三者委員＝ソミック石川労働 

組合） 
委員：田畑 浩一  （第三者委員＝税理士） 

（２）審査日時  
令和７年９月３日（水）１３時～１４時３０分 

（３）申請団体による提案説明会（プレゼンテーション）  
令和７年９月３日（水）実施 

（４）選定理由 実績や経験に基づき、堅実かつ効果的な施設運営の提案がされてい

たことから、責任ある施設の管理運営ができるものと判断した。ま

た、利用者への安全性や利便性向上に向けた提案がされ、付加価値

のあるサービスを提供できると判断した。 
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 ３ 提案概要と評価内容 

 ヤタロー・共同グループ 

提
案
概
要 

①経験や実績に基づいた適切な施設維持管理や運営体制の提案 
②SNS等を活用した利用促進活動の提案 
③市民サービス向上のためWi-Fi設備の導入や自主事業として地域の賑わい創

出イベントの開催提案 
④収支計画書及び指定管理者納入金についての提案 

提
案
金
額 

市への納入金 
（令和 8 年度） 17,125,000 円 

（令和 9 年度） 18,304,000 円 

（令和 10 年度） 19,575,000 円 

合 計     55,004,000 円 

評
価
内
容 

①指定管理者としての実績を基に、適切な保守点検や効率的な清掃業務に加

え、有資格者の職員配置や定期的な職員研修の実施による更なる相乗効果が

期待できると評価した。 
②施設の魅力等をSNS等で発信することによる新規利用者の獲得や、利用者 

アンケートを通じた改善活動によるリピート率の向上につながる提案を評

価した。 
③Wi-Fi設備導入による顧客満足度の向上や自主事業として地域の賑わい創出

イベントを開催することにより地域貢献が期待できると評価した。 
④収支計画書が妥当であり、指定管理者納入金が年々増加する提案を評価し

た。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  
ヤタロー・共

同グループ 

1 施設運営管理方針に関する項目（合格点 5.5 点以上）   

(1) 施設の性格や目的の理解 5 4.6 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 5 4.4 

小 計 10 9.0 

2 事業提案（計画）に関する項目（合格点 24.8 点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 7 5.7 

(2) 施設の運営体制・職員の配置 7 6.0 

(3) 適正な管理・モニタリング 7 5.7 

(4) 安全管理・緊急時への対応 7 5.7 

(5) 市民サービスの向上 7 6.0 

(6) 環境・地域等への配慮 5 3.8 

(7) 平等利用 5 4.0 

小 計 45 36.9 

3 指定管理者に関する項目（合格点 9.4 点以上）   

 

 

 

(1) 団体の物的・財政的能力 6 4.2 

(2) 施設の運営実績 6 5.5 

(3) 団体の地域貢献 5 4.1 

小 計 17 13.8 

4 指定管理者の活動に関する項目   

 (1)  浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

(2)  各種認定等の有無 1 0.8 

小 計 4 3.8 

5 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上）   

収支計画の妥当性 10 8.5 

小 計 10 8.5 

6 指定管理料に関する項目（２）指定管理者納入金   

 提案された納入金の率 ― 下限率（25％） 

市が想定している納入金の上限率 ― 下限率（25％） 

（納入金の率は 3 年間の平均とし、小数点第 2 位四捨五入） 

14 1.1 

小 計 14 1.1 

現指定管理期間の実績に基づく加減点 2.5％ 1.8 

合 計 100 74.9 

 

×配点 
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（第 170 号議案の説明資料） 

観光・シティプロモーション課  

 

指定管理者の指定について（浜松市観光バス公共駐車場） 

 

（提案理由） 

  浜松市観光バス公共駐車場の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区中央三丁目７番１－１０７号 

   名 称：浜松市観光バス公共駐車場 

 

 ２ 指定管理者 

   所在地：東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 

   名 称：タイムズ２４共同企業体 

      （代表者）東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 

           タイムズ２４株式会社 

           代表取締役 西川 光一 

      （構成員）東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 

           タイムズサービス株式会社 

           代表取締役 川崎 計介 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

１ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

それぞれが持つノウハウ・技術・人材を最大限活用することで、効率的で適正な

施設運営を実現する。 

（２）概要 

代

表

者 

タイムズ２４株式会社 

・設  立:  平成２２年１２月２４日 

・資 本 金： １億円 

・設立目的： 次の事業を営むことを目的とする 

・事業内容： ①駐車場設備に関する機械及び器具の製造、販売、賃貸及び保守 

       ②駐車場設備工事の設計及び施工 

       ③駐車場の経営 

       ④駐車場および土地建物の管理業務 

       ⑤宅地建物取引業 

       ⑥不動産の売買・交換・賃貸およびその仲介ならびに所有・管理 

および利用 

        ⑦不動産鑑定・評価業務 

              ⑧建築設計および企画コンサルタント業務 ほか 

 

構

成

員 

タイムズサービス株式会社 

・設  立:  平成４年５月２２日 

・資 本 金： ５千万円 

・設立目的： 次の事業を営むことを目的とする 

・事業内容： ①駐車場に関する保守、管理業務 

②駐車場事業に関する集金業務 

       ③駐車場機器の設置工事業務 

       ④駐車場装置機器及び器具の製造、販売、賃貸、保守、管理業務 

       ⑤駐車場に付随する警備業務 

       ⑥駐車場に付随するビル管理業務 

       ⑦駐車場に関する労働者派遣業務 

        ⑧インターネット及び情報管理システムを利用した顧客サービ 

ス業務 ほか 
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 ２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 タイムズ２４共同企業体（候補者） 

（３）選定会議 中央区指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

 委員長 ：岡安 章宏 浜松市中央区長 

副委員長：豊田 周一 浜松市中央区副区長 

委員：宮崎 幹啓 浜松市中央区まちづくり推進課長【欠席】 

委員：鈴木 三男 浜松市中央区西行政センター所長 

委員：原川 知己 浜松市中央区南行政センター所長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝利用面） 

 委員：Ｅ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１８日（木） 

       午後１時００分～午後２時５５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月１８日（木）実施 

（４）選定理由 公募したところ、３者の応募があり、中央区指定管理者選定会議

で選定した。 

・２４時間３６５日稼働しているコールセンターを自社で有し、

素早い情報共有が可能である。 

・浜松市役所駐車場を始め市内駐車場の実績があり、静岡県内の

指定管理駐車場や全国各地の予約制バス駐車場を運営してい

る。 

・利用料金は条例の上限２，７５０円のところ２，５００円で提

案している。 

・美観保全と安全性確保のため、２日に１回程度見回りが実施さ

れる。 

・駐車場専門会社として１，０００万人を超える会員組織に、浜

松市の自然、歴史、文化、食などの魅力を配信し、観光の振興

に寄与する。 

・電子マネー、ＱＲコード決済、クレジットカード、高額紙幣、

インボイス対応の精算機システムが導入され利便性が向上す

る。 

 

以上により、タイムズ２４共同企業体を候補者として選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 タイムズ２４共同企業体 遠鉄アシスト株式会社 株式会社日本旅行浜松支店 

提
案
概
要 

①事前にバス駐車場予約が

きる独自システムがあ

り、リアルタイムで空き

状況を確認し、いつでも

どこでも予約が可能で、

予約にかかる経費を削減

できる。 

② 会 員 制 の た め 、 無 断  

キャンセルや必要以上の

予約枠の確保などはほぼ

ない。 

③１，０００万人を超える

会員組織に、浜松市の魅

力を配信し、観光の振興

に寄与する。 

④ 車 番 認 証 型 や 様 々 な  

キャッシュレス決済を導

入する。 

①ホームページやパンフ 

レット等を活用した広報

活動を実施する。 

②遠鉄グループはバスのス

ペシャリストでありイ 

ベント時にはまとまった

台数を確保する。 

③防犯カメラによる監視

で、防犯対策を強化する。 

④駐車料金精算機にトラブ

ルが生じたときは「サ 

ポートセンター」で対応

する。 

⑤ハーモニア新町管理組合

と情報共有し緊急時の安

全対策を確立する。 

①旅行業の経験とノウハウ

を活かし全国を網羅した

店舗網を活かしていく。 

②ＷＥＢシステムの事前予

約と事前決済により、乗務

員の負担の軽減がされる。 

③駐車予約票のバスへの掲

示や、車両入出庫を監視カ

メラにより管理する。 

④浜松支店は徒歩５分圏内

にありトラブルには迅速

に対応が可能である。 

⑤ＪＲ西日本グループの 

一員で経営基盤が安定し

ている。 

 

提
案
金
額 

（令和 8 年度） 0 円 

（令和 9 年度） 0 円 

（令和 10 年度） 0 円 

（令和 11 年度） 0 円 

（令和 12 年度） 0 円 

合計        0 円 

（令和 8 年度） 0 円 

（令和 9 年度） 0 円 

（令和 10 年度） 0 円 

（令和 11 年度） 0 円 

（令和 12 年度） 0 円 

合計  0 円 

（令和 8 年度）2,156,000 円 

（令和 9 年度）2,156,000 円 

（令和 10 年度）2,156,000 円 

（令和 11 年度）2,156,000 円 

（令和 12 年度）2,156,000 円 

合計 10,780,000 円 

評
価
内
容 

・指定管理料０円は評価で

きる。 

・料金設定２，５００円は

評価できる。 

・市役所駐車場も管理して

おりトラブル対応の実績

もあり安心。 

・緊急時の対応としてコン

タクトセンターは優れた

提案である。 

・駐車場専門の事業者とし

てノウハウの活用が期待

できる。 

・指定管理料０円は評価で

きる。 

・遠鉄グループとの連携に

期待ができ、管理運営を

円滑に遂行できるものと

期待する。 

・今までの実績を活かした

提案で評価できる。 

・予約システム、精算機の

実績が少なく、キャッ 

シュレスについて言及が

なく、無人化した時の対

応は経験値が少ない。 

・利用者の立場で駐車場運営

を考えている提案である。 

・旅行会社のノウハウを活か

し利用台数増加の提案は

評価できる。 

・指定管理事業と自主事業の

すみ分けが曖昧。 

・旅行会社が駐車場に参入す

るというプレゼンに運用

の不安があった。 

・当事業所のみ指定管理料の

支払いが必要となる。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

タイム

ズ２４

共同企

業体 

遠鉄ア

シスト

㈱ 

㈱日本

旅行浜

松支店 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 4.4 点以上）   

  (1) 施設の性格や目的の理解 4 3.3 3.2 2.7 

 (2) 提案が市の施策に沿ったものであること 4 3.4 3.0 2.5 

 小 計 8 6.7 6.2 5.2 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 23.7 点以上）   

  (1) 事業の具体的取組み方 5 4.2 3.5 3.3 

  (2) 施設の管理体制・運営職員の配置 8 6.3 5.7 4.9 

  (3) 適正な管理・モニタリング 8 6.3 6.1 5.3 

  (4) 安全管理・緊急時への対応 9 7.5 6.3 6.0 

  (5) 市民サービスの向上 3 2.5 2.2 1.8 

  (6) 環境・地域等への配慮 6 4.3 4.4 3.5 

 (7) 平等利用 4 2.9 2.8 2.7 

  小 計 43 34.0 31.0 27.5 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 9.9 点以上）   

  (1) 団体の物的・財政的能力 5 4.1 4.0 3.8 

  (2) 施設の運営実績 8 6.8 6.0 5.1 

  (3) 団体の地域貢献 5 3.4 3.9 3.2 

  小 計 18 14.3 13.9 12.1 

４ 活動拠点に関する項目   

  (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 0.3 3.0 1.7 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.6 0.6 0.0 

  小 計 4 0.9 3.6 1.7 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.0 点以上）   

   収支計画の妥当性 14 11.4 10.7 8.6 

  小 計 14 11.4 10.7 8.6 

６ 指定管理料に関する項目（２）  

   
  上限額 － 提案額 

   上限額 － 下限額 
13 13.0 13.0 0.0 

  小 計 13 13.0 13.0 0.0 

合  計 100 80.3 78.4 55.1 
 

× 配点 
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（第 171 号議案の説明資料） 

スポーツ振興課  

 

指定管理者の指定について（四ツ池公園運動施設） 

 

（提案理由） 

  四ツ池公園運動施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

   所在地：浜松市中央区上島六丁目１９番１号 

   名 称：四ツ池公園運動施設 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区和田町８０８番地の１ 

   名 称：公益財団法人浜松市スポーツ協会 会長 大坪 豊生 

        

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

公益財団法人浜松市スポーツ協会 

・設 立：昭和５５年３月２６日 

・基本財産：３３１，７５１，４１２円（令和７年３月３１日現在） 

・設立目的： 浜松市における健康・体力つくりを推進し、アマチュア精神を培い、

スポーツの普及・向上を図り、もって健康で明るい市民の育成に寄与

する。 

・事業内容：①体育・スポーツ団体の育成強化及び連絡調整に関すること 

②体育・スポーツ指導者の資質の向上に関すること 

③競技力の向上に関すること ほか 

 

-97-



２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 ２件 

・公益財団法人浜松市スポーツ協会（候補者） 

・株式会社協栄 浜松支店（次点者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議（文化・スポーツ振興担当） 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：嶋野 聡 浜松市市民部文化振興担当部長 

副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

【欠席】 

委員：宮木 広由 浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪 浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美 浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月１日（月） 

午後１時００分～午後５時１０分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

    令和７年９月１日（月）実施 

（４）選定理由 公募したところ、２者からの応募があり、市民部指定管理者選定会

議において審査した。  
・施設の設置目的を理解した運営方針が示され、また豊富な管理運

営実績もあり、それらを活かした職員が配置された提案であり評

価できる。  
・専門的な知識や経験に基づく具体的な施設管理に関する提案がな

されていた。  
・収支計画に妥当性があった。  
以上の点を評価し、公益財団法人浜松市スポーツ協会を候補者とし

て選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 公益財団法人浜松市スポーツ協会 株式会社協栄 浜松支店 

提
案
概
要 

①スポーツ施設管理士を配置し、施設

を良好な状態に保つことでスポー

ツの場を提供する。 

②野球場のグラウンド整備や陸上競

技場の整備について、効率的、効果

的な管理を行い、利用者満足度の向

上を図る。 
③当該施設を長期にわたり管理実績

により築き上げた、野球や陸上競技

団体等との良好な関係性を活かし

た施設運営を行う。 

①利用者参加型イベントや空き時間帯

等の有効活用等の施策により利用者

の増加を図る。 
②利用者の意見等を反映し、利用者満

足度の向上や、管理・運営の改善を

図る。 
③全国での類似施設の管理実績を活か

した施設運営を行う。 
 

提
案
金
額 

（令和 8年度） 62,493,000 円 

（令和 9 年度） 62,094,000 円 

（令和 10 年度） 62,336,000 円 

（令和 11 年度） 62,094,000 円 

（令和 12 年度） 71,969,000 円 

  合 計   320,986,000 円 

（令和 8年度） 63,492,000 円 

（令和 9 年度） 62,832,000 円 

（令和 10 年度） 63,096,000 円 

（令和 11 年度） 62,832,000 円 

（令和 12 年度） 72,930,000 円 

  合 計  325,182,000 円 

評
価
内
容 

・施設の性格や目的を理解した事業の

具体的取り組みが示された事業提

案であった。 
・運営体制や職員配置に関して、専門

的な知識や経験に基づく事業提案

であった。 
・施設利用団体等と連携・協力し、ス

ポーツを通じた地域の活性化に繋

がる提案がされていた。 

・施設の性格や目的を理解し、具体的

な目標を定めた事業提案であった。 
・運営体制や職員配置に関して、本社

等の協力を得た上の専門的な知識や

経験に基づく事業提案であった。 
・地元企業や団体等と連携・協力し、

スポーツを通じた地域の活性化に繋

がる提案がされていた。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

公益財団法

人 浜 松 市 

ス ポ ー ツ 

協会 

株 式 会 社 

協栄 

浜松支店 

1 施設運営管理方針に関する項目（合格点 3.3 以上） 

(1) 施設の性格や目的の理解 3 2.4 2.4 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 3 2.2 2.2 

 小 計 6 4.6 4.6 

2 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.6 以上） 

(1) 事業の具体的取り組み方 9 6.8 6.6 

(2) 施設の運営体制・職員の配置 5 3.6 3.3 

(3) 適正な管理・モニタリング 5 3.4 3.8 

(4) 安全管理・緊急時への対応 6 4.0 4.1 

(5) 市民サービスの向上 10 7.2 7.6 

(6) 
障がいの有無や年齢、性別等を問わない 

インクルーシブスポーツの振興 
5 3.3 3.2 

(7) 環境・地域等への配慮 5 3.5 3.3 

(8) 平等利用 2 1.3 1.3 

(9) 自主事業 5 3.9 3.7 

 小 計 52 37.0 36.9 

3 指定管理者に関する項目（合格点 9.9 以上） 

(1) 団体の物的・財政的能力 6 4.5 4.9 

(2) 施設の運営実績 6 4.7 4.8 

(3) 団体の地域貢献 6 4.5 4.1 

 小 計 18 13.7 13.8 

4 指定管理者の活動に関する項目 

(1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 1.7 

(2) 各種認定等の有無 1 1.0 0.6 

 小 計 4 4.0 2.3 

5 指定管理料の関する項目（1）（合格点 5.5 以上） 

 収入計画の妥当性 10 7.6 7.6 

 小 計 10 7.6 7.6 

6 指定管理料に関する項目（2） 

 上限額－提案額 

上限額－下限額 
10 0.2 0 

 小 計 10 0.2 0 

現指定管理期間の実績に基づく加減点  0 - 

合 計 100 67.1 65.2 

 

× 配点 
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（第 172 号議案の説明資料） 

公園管理事務所  

 

指定管理者の指定について（安間川公園ほか２施設） 

 

（提案理由） 

  安間川公園ほか２施設の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６項

の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 

所在地 名称 

浜松市中央区安新町１８１番地の２ 安間川公園 

浜松市中央区豊町６４８０番地の１ ゆたか緑地 

浜松市中央区豊町６４８０番地の１地先 ゆたか第２緑地 

 

  

 ２ 指定管理者 

   所在地：浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

   名 称：東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

東海ビル管理株式会社 

・設  立：昭和５３年９月１日 

・資本金：１，０００万円 

・設立目的：下記の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①指定管理者事業 

      ②ビルヂング、その他建造物の設備の施工、保全、保守、管理業務 

      ③植栽管理業務 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・東海ビル管理株式会社（候補者） 

（３）選定会議 都市整備部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

議長：中村 浩一  浜松市都市整備部花みどり担当部長 

委員：廣野 浩之  浜松市都市整備部緑政課長 

委員：植田 一    浜松市都市整備部公園管理事務所長 

委員：松野 英男   浜松市都市整備部公園課長 

委員：齋藤 弘泰   浜松市都市整備部動物園長 

委員：Ａ（第三者委員＝大学准教授） 

委員：Ｂ（第三者委員＝一般社団法人代表理事） 

委員：Ｃ（第三者委員＝浜松市スポーツ推進委員） 

委員：Ｄ（第三者委員＝税理士） 

(2)審査日時 令和６年９月５日（金） 

午後１時３０分～午後３時４５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和６年９月５日（金）実施 

（４）選定理由 ・現指定管理者として、実績を生かした手堅い施設管理が期待で

きる。 

・施設や緑の活用に対して、市の施策もよく理解しており、積極

的な提案が見られた。 

・経営状況が安定しており、問題なく事業遂行が可能である。 

以上により、東海ビル管理株式会社を候補者として選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-102-



 ３ 提案概要と評価内容 

 東海ビル管理株式会社 

提
案
概
要 

管理運営の基本理念『スポ―ツ施設から地域へ 活力の波及を目指して』の達

成に向け、以下の市民サービス向上の更なる向上を目指した事業展開が提案

された。 

・「基本サービスの向上」 

接遇・コミュニケーションの向上、清潔感、美観性に溢れた植栽管理の提案 

・「スポーツ振興・健康増進におけるサービス向上策」 

自主事業の充実からインクルーシブスポーツの推進の提案。 

・「デジタル活用によるサービス向上」 

デジタルを活用した、便利で快適な環境を提供する提案。 

・「レジャー・生活文化向上におけるサービス向上策」 

SNS等により公園情報を発信し、施設の有益な情報提供の提案。 

・「市民協働・安心な公園におけるサービス向上策」 

市民協働の拠点として、地域活性化の循環を生み出す提案。 

提
案
金
額 

（令和 8 年度）      26,528,000 円  

（令和 9 年度）      26,528,000 円 

（令和 10 年度）      26,528,000 円  

（令和 11 年度）      26,528,000 円  

（令和 12 年度）      26,528,000 円  

合計 132,640,000 円 

評
価
内
容 

・現指定管理者として、実績を生かした手堅い施設管理が期待できる。 

・施設や緑の活用に対して、市の施策もよく理解しており、積極的な提案が見

られた。 

・経営状況が安定しており、問題なく事業遂行が可能である。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者） 
 

 

東海ビル管

理株式会社 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 5.5 点以上）    

 (1) 施設の運営方針（施設の性格や目的の理解） 5.0 3.8 

 (2) 施設の有効活用（施設への効用が発揮されるものであること） 5.0 3.3 

 小 計 10.0 7.1 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 27.0 点以上）   

 (1) 事業の具体的取り組み方 8.0 5.3 

 (2) 施設の管理体制・運営職員の配置（責任性・実行性） 8.0 6.1 

 (3) 適正な管理・経理（明瞭性・規律性） 8.0 5.3 

 (4) 安全管理・緊急時への対応（安全性） 8.0 5.8 

 (5) 市民サービスの向上・自主事業（独創性） 8.0 5.6 

 (6) 環境・地域等への配慮（社会貢献） 5.0 3.2 

 (7) 平等利用（平等性） 4.0 2.5 

 小 計 49.0 33.8 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 8.3 点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力（経営の健全性） 2.0 1.5 

 (2) 施設の運営実績（団体の能力） 5.0 3.6 

 (3) 団体の地域貢献（地域の活性化） 8.0 5.8 

 小 計 15.0 10.9 

４ 活動拠点に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3.0 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1.0 1.0 

 小 計 4.0 4.0 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 6.6 点以上）   

 (1) 収入計画の妥当性 6.0 4.3 

 (2) 支出計画の妥当性 6.0 4.2 

 小 計 12.0 8.5 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

 (1) 
上限額-提案額 

上限額-下限額 
×配点 10.0 10.0 

 小 計 10.0 10.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  0.0 

合  計 100.0 74.3 
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（第 173 号議案の説明資料） 

中央図書館  

 

指定管理者の指定について（浜松市立積志図書館） 

 

（提案理由） 

  浜松市立積志図書館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６

項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 
   所在地：浜松市中央区積志町１８１９番地 

   名 称：浜松市立積志図書館 

 
 ２ 指定管理者 
   所在地：東京都中野区弥生町二丁目８番１５号 

   名 称：ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 

       （代表者）東京都中野区弥生町二丁目８番１５号 

            株式会社ヴィアックス 代表取締役 西門 直 

       （構成員）浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

            東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    豊富な公共図書館の管理運営実績、充実した研修と人材サポート体制を有する代 
   表企業と、施設の総合管理専門企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実 

績を活かした更なる図書館サービスの拡充を目指す。 

 

（２）概要 

代
表
者 

株式会社ヴィアックス 

・設 立：昭和４８年８月１７日 

・資 本 金：１億７，７７４万２，５００円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①各種広告の代理業務と市場調査 

②セールスプロモーション、ダイレクト・メールの企画、制作及

び販売 

③図書館管理運営業務の請負 ほか 

構
成
員 

東海ビル管理株式会社 

・設 立：昭和５３年９月１日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電

気設備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、

管理業務 

③指定管理事業 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：嶋野 聡 浜松市市民部文化振興担当部長 

副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

委員：宮木 広由 浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪 浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美 浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月２日（火） 

午後１時～午後４時１５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月２日（火）実施 

（４）選定理由 ・全国での公共図書館の管理運営実績がある図書館専門企業と浜松

市を中心に公共施設の指定管理者経験が豊富な市内の建物管理

専門企業による共同事業体として、明確な責任分担による効果的

な管理運営と効率的な経費の運用が提案されている。 

・代表企業は市内５図書館の指定管理者としての実績がある。併設

する積志協働センターをはじめ周辺施設と連携した事業など、利

用促進につながる提案がなされており、更なる施設の効用発揮、

利用者サービスの向上が期待できる。 

・構成企業は施設の総合管理を専門とする企業であり、これまで 

培った指定管理者としての経験を活かした質の高い施設・設備の

維持管理と併せ、地域実情にも精通していることから施設管理に

おいて効率的かつ迅速な対応が期待できる。また、社会貢献活動

の一環として「浜松市消防団協力事業所」、「浜松市高齢者活躍宣

言事業所」の認定を取得している。 

・その他の項目についても、適正な管理運営が実現可能な内容であ

ることから、候補者として選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 

提
案
概
要 

①豊富な公共図書館の管理運営実績を有する代表企業と、施設の総合管理専門企

業が共同事業体を構成し、両者の市内における実績を活かした更なる図書館サ

ービスの拡充を目指す。 

②図書館司書としての専門的知識と技術を駆使し課題解決を支援するため、レフ

ァレンス機能の更なる強化に取り組む。 

③質の高いサービス提供のためのセルフモニタリング、及び徹底した個人情報保

護対策に取り組む。 

④利用者の立場に立って考え、より利用しやすい図書館運営に努める。 

⑤周辺施設や地元団体と連携し、地域の活性化につながる事業を実施する。 

提
案
金
額 

(令和8年度)   38,508,670円 

(令和9年度)  38,508,670円 

(令和10年度)   38,508,670円 

(令和11年度)   38,508,670円 

合計 154,034,680円 

評
価
内
容 

・図書館の運営実績や代表企業及び構成員の市内における実績を活かした効果的

な管理運営が提案されている。 

・浜松市図書館ビジョンに基づく提案がなされている。 

・各種広報活動や、地域の特性を考慮した講座の実施など、利用促進につながる

提案がなされている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

ヴィアックス・東

海ビル管理共同

事業体 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 3.3 点以上）   

 (1) 施設の性格や目的の理解 3 2.3 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 3 2.2 

 小 計 6 4.5 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.6 点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 9 6.8 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 4 2.9 

 (3) 適正な管理・モニタリング 4 2.8 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 5 3.4 

 (5) 市民サービスの向上 15 11.5 

 (6) 環境への配慮 5 3.3 

 (7) 地域等への配慮 5 3.7 

 (8) 平等利用 5 3.4 

 小 計 52 37.8 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 9.9 点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 6 4.7 

 (2) 施設の運営実績 6 4.8 

 (3) 団体の地域貢献 6 4.3 

 小 計 18 13.8 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 2.6 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.5 

 小 計 4 3.1 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上）   

 収支計画の妥当性 10 7.3 

 小 計 10 7.3 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

 上限額 － 提案額  

上限額 － 下限額 
10 0.0 

 小 計 10 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.6 

合 計 100 68.1 

 

× × 配点 
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（第 174 号議案の説明資料） 

中央図書館  

 

指定管理者の指定について（浜松市立北図書館、浜松市立都田図書館） 

 

（提案理由） 

  浜松市立北図書館及び浜松市立都田図書館の指定管理者について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 
所在地  名称 

浜松市中央区葵東一丁目１５番１号 浜松市立北図書館 

浜松市浜名区都田町８７５１番地の２ 浜松市立都田図書館 

 
 ２ 指定管理者 
   所在地：東京都中野区弥生町二丁目８番１５号 

   名 称：ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 

       （代表者）東京都中野区弥生町二丁目８番１５号 

            株式会社ヴィアックス 代表取締役 西門 直 

       （構成員）浜松市中央区和田町７０８番地の１ 

            東海ビル管理株式会社 代表取締役 髙橋 一博 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

（１）指定管理者がグループを編成した目的 

    豊富な公共図書館の管理運営実績、充実した研修と人材サポート体制を有する代 
   表企業と、施設の総合管理専門企業が共同事業体を構成し、両者の市内における実 

績を活かした更なる図書館サービスの拡充を目指す。 

 

（２）概要 

代
表
者 

株式会社ヴィアックス 

・設 立：昭和４８年８月１７日 

・資 本 金：１億７，７７４万２，５００円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①各種広告の代理業務と市場調査 

②セールスプロモーション、ダイレクト・メールの企画、制作及

び販売 

③図書館管理運営業務の請負 ほか 

構
成
員 

東海ビル管理株式会社 

・設 立：昭和５３年９月１日 

・資 本 金：１，０００万円 

・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

・事業内容：①ビルヂング、その他建造物の清掃管理業務 

②ビルヂング、その他建造物の設備（空調設備、給排水設備、電

気設備、冷暖房設備、消防設備、衛生設備）の施工、保全、保守、

管理業務 

③指定管理事業 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 

（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：嶋野 聡 浜松市市民部文化振興担当部長 

副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

委員：宮木 広由 浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪 浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美 浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月２日（火） 

午後１時～午後４時１５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月２日（火）実施 

（４）選定理由 ・全国での公共図書館の管理運営実績がある図書館専門企業と浜松

市を中心に公共施設の指定管理者経験が豊富な市内の建物管理

専門企業による共同事業体として、明確な責任分担による効果的

な管理運営と効率的な経費の運用が提案されている。 

・代表企業は市内５図書館の指定管理者としての実績がある。近隣

の協働センター、地域団体、企業等と連携した事業や、利便性を

高める提案がなされており、更なる施設の効用発揮、利用者サー

ビスの向上が期待できる。 

・構成企業は施設の総合管理を専門とする企業であり、これまで 

培った指定管理者としての経験を活かした質の高い施設・設備の

維持管理と併せ、地域実情にも精通していることから施設管理に

おいて効率的かつ迅速な対応が期待できる。また、社会貢献活動

の一環として「浜松市消防団協力事業所」、「浜松市高齢者活躍宣

言事業所」の認定を取得している。 

・その他の項目についても、適正な管理運営が実現可能な内容であ

ることから、候補者として選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 

提
案
概
要 

①豊富な公共図書館の管理運営実績を有する代表企業と、施設の総合管理専門企

業が共同事業体を構成し、両者の市内における実績を活かした更なる図書館 

サービスの拡充を目指す。 

②図書館司書としての専門的知識と技術を駆使し課題解決を支援するため、  

レファレンス機能の更なる強化に取り組む。 

③質の高いサービス提供のためのセルフモニタリング、及び徹底した個人情報保

護対策に取り組む。 

④利用者の立場に立って考え、より利用しやすい図書館運営に努める。 

⑤各館の特性に応じた事業を進め、地域ニーズに沿った図書館サービスの向上に

取り組む。 

提
案
金
額 

(令和8年度)   68,091,551円 

(令和9年度)  68,091,551円 

(令和10年度)   68,091,551円 

(令和11年度)   68,091,551円 

(令和12年度)   68,091,551円 

合計 340,457,755円 

評
価
内
容 

・図書館の運営実績や代表企業及び構成員の市内における実績を活かした効果的

な管理運営が提案されている。 

・浜松市図書館ビジョンに基づく提案がなされている。 

・効果的な広報活動、また地元団体や周辺施設との地域貢献につながる連携事業

について、提案されている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  

ヴィアックス・東

海ビル管理共同

事業体 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 3.3 点以上）   

 (1) 施設の性格や目的の理解 3 2.4 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 3 2.3 

 小 計 6 4.7 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.6 点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 9 6.9 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 4 2.9 

 (3) 適正な管理・モニタリング 4 2.9 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 5 3.5 

 (5) 市民サービスの向上 15 11.3 

 (6) 環境への配慮 5 3.3 

 (7) 地域等への配慮 5 3.9 

 (8) 平等利用 5 3.5 

 小 計 52 38.2 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 9.9 点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 6 4.7 

 (2) 施設の運営実績 6 4.8 

 (3) 団体の地域貢献 6 4.3 

 小 計 18 13.8 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 2.6 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.5 

 小 計 4 3.1 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上）   

 収支計画の妥当性 10 7.5 

 小 計 10 7.5 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

 上限額 － 提案額  

上限額 － 下限額 
10 0.0 

 小 計 10 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.6 

合 計 100 68.9 

 

× × 配点 
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（第 175 号議案の説明資料） 

中央図書館  

 

指定管理者の指定について（浜松市立浜北図書館） 

 

（提案理由） 

  浜松市立浜北図書館の指定管理者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、次のとおり指定することについて、同条第６

項の規定により議決を求めるものです。 

 

（指定の内容） 

 １ 施設の所在地及び名称 
   所在地：浜松市浜名区貴布祢３０００番地 

   名 称：浜松市立浜北図書館 

 
 ２ 指定管理者 
   所在地：浜松市中央区丸塚町５４１番地の２０ 

   名 称：遠鉄アシスト株式会社 代表取締役 米田 典弘 

 

 ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（参考） 

 １ 指定管理者の概要 

遠鉄アシスト株式会社 

   ・設  立：平成１１年７月２１日 

   ・資 本 金：４，０００万円 

   ・設立目的：次の事業を営むことを目的とする。 

   ・事業内容：①建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負 
②建物等の環境衛生管理の請負 

③地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に 

関する業務 ほか 
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２ 指定管理者の選定の経過・理由 
（１）募集方法 公募 

（２）応募団体 １件 

・遠鉄アシスト株式会社（候補者） 

（３）選定会議 市民部指定管理者選定会議 

(1)選定会議の構成 

委員長 ：嶋野 聡  浜松市市民部文化振興担当部長 

副委員長：杉田 実良 浜松市市民部スポーツ振興担当部長 

委員：宮木 広由 浜松市市民部創造都市・文化振興課長 

委員：栗田 豪 浜松市市民部スポーツ振興課長 

委員：枝村 賢美 浜松市市民部中央図書館長 

委員：Ａ（第三者委員＝運営面） 

委員：Ｂ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｃ（第三者委員＝利用面） 

委員：Ｄ（第三者委員＝経営面） 

(2)審査日時 令和７年９月２日（火） 

午後１時～午後４時１５分 

(3)申請団体による提案説明会（プレゼンテーション） 

       令和７年９月２日（火）実施 

（４）選定理由 ・地元企業として浜松市を中心に公共施設の指定管理者経験を活か

した効果的な管理運営、効率的な経費の運用が提案されている。 

・施設の設置目的を理解し、効用が発揮されるようにこれまでの実

績を基にした業務目標値を定め、その目標に向けた各種事業が提

案されている。 

・グループ企業の特長を活かした関連施設との連携事業や、施設の

特性に基づく地域の活性化に向けた提案がなされている。 

・団体として様々な地域貢献活動に取り組んでおり、また「健康経

営優良法人」の認定を取得している。 

・その他の項目についても、適正な管理運営が実現可能な内容であ

ることから、候補者として選定した。 
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３ 提案概要と評価内容 

 遠鉄アシスト株式会社 

提
案
概
要 

①グループ企業として地域貢献活動に取り組み、ネットワークを活かした図書館

事業に努める。 

②地域や施設の特徴を認識し、周辺施設やグループ関連施設との連携事業を実施

することで、より地域に根差した図書館を目指す。 

③業務目標値を具体的に定め、達成のために利用者サービスの質を向上させる事

業を行う。 

④新規事業の実施や効果的な広報活動により、利用促進につなげる。 

提
案
金
額 

(令和8年度)   111,059,916円 

(令和9年度)  111,059,916円 

(令和10年度)   111,059,916円 

(令和11年度)   111,059,916円 

(令和12年度)   111,059,916円 

合計  555,299,580円 

評
価
内
容 

・図書館をはじめとする公共施設の運営実績を活かした効果的な管理運営、効率

的な経費の運用が提案されている。 

・浜松市図書館ビジョンに基づく提案がなされている。 

・地域住民の身近な図書館として、施設の特性を活かした来館者数の増加につな

がる提案、利便性の向上につながる提案がなされている。 
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４ 選定基準・評価結果（採点結果） 

評価項目 配点 得点 

応募者（評価対象者）  
遠鉄アシスト株

式会社 

１ 施設運営管理方針に関する項目（合格点 3.3 点以上）   

 (1) 施設の性格や目的の理解 3 2.5 

(2) 提案が市の施策に沿ったものであること 3 2.4 

 小 計 6 4.9 

２ 事業提案（計画）に関する項目（合格点 28.6 点以上）   

 (1) 事業の具体的取組み方 9 7.1 

 (2) 施設の運営体制・職員の配置 4 3.1 

 (3) 適正な管理・モニタリング 4 2.7 

 (4) 安全管理・緊急時への対応 5 3.5 

 (5) 市民サービスの向上 15 11.3 

 (6) 環境への配慮 5 3.4 

 (7) 地域等への配慮 5 3.8 

 (8) 平等利用 5 3.4 

 小 計 52 38.3 

３ 指定管理者に関する項目（合格点 9.9 点以上）   

 (1) 団体の物的・財政的能力 6 4.8 

 (2) 施設の運営実績 6 4.6 

 (3) 団体の地域貢献 6 4.8 

 小 計 18 14.2 

４ 指定管理者の活動に関する項目   

 (1) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 3 3.0 

 (2) 各種認定等の有無 1 0.6 

 小 計 4 3.6 

５ 指定管理料に関する項目（１）（合格点 5.5 点以上）   

 収支計画の妥当性 10 7.3 

 小 計 10 7.3 

６ 指定管理料に関する項目（２）   

 上限額 － 提案額  

上限額 － 下限額 
10 0.0 

 小 計 10 0.0 

現指定期間の実績に基づく加減点  1.7 

合 計 100 70.0 

 

× 配点 
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（第 176 号議案の説明資料） 

市民生活課  

 

浜松市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

 

（提案理由） 

  地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３年法律第

１２０号）第２条第１項の規定に基づき浜松市の特定の事務を取り扱わせるため、同法

第３条第１項の規定に基づき、次のとおり郵便局を指定するものです。 

 

（指定の内容） 

  １ 郵便局の名称及び所在地 
名称 所在地 

熊郵便局 浜松市天竜区熊２０５９番地の１ 
気多郵便局 浜松市天竜区春野町気田８５１番地の２ 

 
  ２ 郵便局取扱事務 

（１）個人番号カードの署名用電子証明書の発行・更新の申請の受付及び当該申請に

係る個人番号カードの引渡しに関する事務。 

（２）個人番号カードの利用者証明用電子証明書の発行・更新の申請の受付及び当該

申請に係る個人番号カードの引渡しに関する事務 
 

 ３ 指定の期間 
令和８年２月１日から令和８年３月３１日まで 
ただし、当該指定期間の満了の１か月前までに、浜松市及び日本郵便株式会社の

いずれもが委託事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、当該指定期

間を１年間延長することとし、以後も同様とする。 
 
※参 考 
 日本郵便株式会社の概要 
  （１）本社所在地：東京都千代田区大手町二丁目３番１号 
  （２）設   立：平成１９年１０月１日 
  （３）代 表 者：代表取締役社長 小池 信也 
  （４）資 本 金：７，０００億円 
  （５）事 業 内 容：①郵便業務 
           ②銀行窓口業務 
           ③地方公共団体からの受託業務など 
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